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再    開  （午前  ９時００分）  

 

○議  長  

 皆様、おはようございます。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、これより令和

３年平群町議会第６回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおり、一般質

問であります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 今定例会の一般質問は１０名の議員から提出されております。本日は発言順

位１番から５番までといたします。順次質問を許可いたします。  

 まず発言番号１番、議席番号９番、山田議員の質問を許可いたします。山田

議員。  

○９  番  

 皆さん、おはようございます。議長の許可を頂きましたので、通告に基づい

て質問させていただきます。町当局並びに町長のお考えをお聞きします。朝一

番の質問でございます。張り切ってまいりますので、よろしくお願いいたしま

す。  

 コロナ感染症における医療対応並びにＰＣＲ検査について、国道１６８号線

の協和橋東詰交差点改良について、大きく２点についてお伺いいたします。  

 まず１点目は、コロナ感染症における医療対応並びにＰＣＲ検査について質

問いたします。  

 コロナ感染症は、人類が世界各国でこれまで約２年近くも闘い続け、我々日

本人にとっても闘いが続く現在、第５波として、また感染者が増え続け、非常

事態を宣言する自治体が増えていくという悪循環の中、医療に携わられる方々

の御苦労、御努力、御尽力に改めて感謝を申し上げます。一日も早く収束に向

かうことを願うばかりです。そのような大変な忙しい中、県事業である保健所

の業務についてお聞きすることは大変申し訳ありませんが、よろしくお願いい

たします。  

 実は、私は７月１０日にコロナ感染症を発症いたしました。ただ、私が言う

のは間違いかもしれませんが、私自身感染した経路、思い当たる状況がなく、

家族以外で接触者の誰一人感染者が発生していない現状でありました。もちろ
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ん私自身の注意不足は否めないところですが、不要不急の外出を控える等、最

低限の社会生活を過ごしていても、誰もが感染してしまう可能性があるのが現

実の状況であるというのが正直な気持ちです。  

 コロナ感染は、単に個人の責任、不注意で片づけることができる問題だと言

えるのでしょうか。どこで感染するのか、どこで感染したのか分からない社会

生活を送る中、いつ感染するかもわからない対策を取っていても、誰かがコロ

ナウイルスを保持していれば、その室内で感染対策をしていても感染しないと

は限りません。そのような中、多くの方々より心配の声を頂きましたが、心な

い人により誹謗中傷もありました。その真意は不明ですが、平群町議会議員の

中から感染者が出たことをあえて知人の方々にメールし、困ったものですと、

送信された議員の方もおられたようです。極端な言い方をすれば、この議場で

さえ感染しないという保証はありません。より感染リスクを回避、防御するた

めに、換気、消毒、つい立て等、様々な対策を講じていてもリスクはゼロでな

く、ましてや家庭内感染などは現実的に防ぐことができない状況になってきて

いるのが現状だと思います。  

 私の場合、７月１０日土曜日の夜に発熱、７月１２日の月曜日に熱がある場

合も診察していただける病院で、コロナ検査も含め検査していただいたところ、

約２０分程度で考えもしなかった陽性と判定され、それ以後は保健所の管轄に

変わるため病院では対応できないことになっているとのことでした。その後、

保健所の指示の下、軽症ではありましたが、基礎疾患もあることから大事を取

り入院勧告通知書により入院。発症から１０日後の７月２０日、順調に回復し

ているとのことでありましたが、ＰＣＲの再検査は実施することなく退院。文

書にて就業規制解除、社会復帰が許可されました。  

 一方、私以外の家族３人は、濃厚接触者の認定を受け、私が入院した後、２

日間の自宅待機の後、７月１４日のＰＣＲ検査の翌７月１５日、結果通知によ

り２人が陽性、１人が陰性となりました。陽性の２人は即時指示されたホテル

での隔離となり、７月２４日に退所。文書にて就業規制解除、社会復帰が許可

されました。陰性となった家族には、口頭ではありましたが、自宅待機要請の

上、７月２９日まで就業規制要請を受けました。また、陰性者には保健所より、

もし体調が悪くなっても勝手に病院に行かず、保健所にまず連絡するように指

示があり、その上、ＰＣＲ検査結果の陰性証明は出せないということでした。

一方、陽性者の２人は、７月１２日からの２日間の自宅待機といっても「食料

等の買い出しは仕方がないので行っていただいて結構です」とのこと。感染の

可能性が高いという判断であれば、感染拡大の観点からいっても何かおかしい

と思うのですが、不思議です。また、陽性反応が出たうちの１人はＰＣＲ検査
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の時点で既に微熱ですが発熱していましたが、濃厚接触者の認定を受けた者は、

結果が判明するのに時間のかかる保健所のＰＣＲ検査以外、医療機関での抗原

検査、診察を行っていただくことはできないとのことでした。濃厚接触者とい

うことで、法律的にそのような扱いになるのかもしれませんが、法律の改正も

含め言いたいこと、不思議な点はたくさんあり、運用の中で県も柔軟に対応す

ることができないのか非常に疑問であり腹立たしくもありますが、今回は身近

で素朴な疑問についてお伺いいたします。  

 家庭内感染の場合、まず最初の発症者以外、濃厚接触者扱いとなり、もとも

と最初に無症状として保菌者であったり、発症者より先に感染していた可能性

もある中、家族感染拡大防止の観点からも家族全員、至急に病院で抗原検査ま

たはＰＣＲ検査をし、陰性の場合、３日後、７日後、早期発見のためＰＣＲ検

査をすることも必要だと思うのですが、検査者数が増え多額の予算が必要にな

ると困るのでできないのでしょうか、何かおかしいと思います。いかがでしょ

うか。  

 濃厚接触者になると、感染症法、２類感染症に指定されているからか、保健

所以外の診療所等では検査してもらえない上、陰性になっても２週間自宅で自

主隔離を要請され、家庭内感染拡大防止策は自主的な策以外、公的には講じら

れません。ちなみに、別件も含め２度濃厚接触者になった友人によると、中和

保健所では、ＰＣＲ検査結果は検査日の夕方に通告されましたが、郡山保健所

では、検査結果は次の日の通告であり、検査費用は無料であったとのことです

が、家族間濃厚接触者は郡山保健所の指示により、生駒郡地域外来検査センタ

ーで受診し、１人１，８８０円必要となっています。この違いはどのようにな

っているのでしょうか。また、このほか感染防止策を施し業務打合せを行った

ため濃厚接触者として認定されなかった私との接触者４人は、会社の方針とし

て民間病院で自費にてＰＣＲ検査を受け、１人１万６，０００円の費用がかか

ったそうです。感染の疑いのある人には、これまで以上に保険適用の範囲内で

スピーディーにＰＣＲ検査や手軽な抗原検査の実施はできないのか疑問です。

そのことが２次感染、３次感染を防ぐ手だてだと思います。感染症に関わる法

律等は全ての人が把握していない中、丁寧な分かりやすい説明がもっと必要で

はないでしょうか。  

 そこで、改めて質問を整理します。  

 ①濃厚接触者に認定され陰性になった者は、検査結果の陰性証明は出せない

とのことですが、なぜ結果通知書等も発行できないのでしょうか。  

 ②感染拡大防止の観点からも、感染者の家族や濃厚接触者等は２日間検査を

待つのではなく、至急に病院で抗原検査またはＰＣＲ検査を実施し、陰性の場
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合、３日後、７日後等、早期発見のためＰＣＲ検査をすることも必要だと思う

のですが、検査者数が増え多額の予算が必要になることを回避する理由からで

きないのでしょうか。  

 ③感染の検査結果必要時間で、抗原検査では２０分、ＰＣＲ検査では１日以

上と大きな時間の違いがあるのに、抗原検査実施を推奨しない理由はなぜなの

でしょうか。  

 ④濃厚接触者の中でも、ＰＣＲ検査費用の負担と無償の違いがある理由はな

ぜなのでしょうか。  

 ⑤小学生（特に低学年）の児童や乳幼児が感染してしまった場合の対応はど

のようになっているのでしょうか。１人で放置することなど到底できない、親

が感染するのは仕方ない、避けられない状況ではないでしょうか。その逆も同

様で、独り親家庭も含めて親だけが感染した場合は、残った子どもの対応はど

の部署でどのようにされているのでしょうか。  

 ⑥感染症に関わる法律等は、大多数の人が理解していない中、抗原検査・Ｐ

ＣＲ検査等、丁寧な分かりやすい説明がもっと必要ではないかと思いますが、

その点についてはどうでしょうか。  

 大きな２点目は、国道１６８号線の協和橋東詰交差点改良についてお伺いい

たします。  

 この質問は、今から１０年以上前の平成２１年３月議会の一般質問で取上げ、

その後、国道１６８号南行き方面の右折レーンを設置していただき、竜田川よ

り西側に居住する住民にとっては大変便利になりましたが、横断歩道等、歩行

者の安全性及び協和橋からの自動車の進入には、いまだに良好、安心な状況と

は言えません。数年前の椿井地区コーナン誘致による開発計画では、交差点改

良の計画もあり、安全性及び利便性は高まると期待していましたが、その計画

も頓挫してしまいました。国道１６８号線は、県管理道路であり県事業ですが、

本町内の住民の安全安心を守る観点から、より安全な交差点改良の実施が必要

と思われますが、町の考え並びに県の方針についてお聞きします。  

 まず、一つ目の質問として、１０年前と比べ、国道１６８号線の通行車両数

は大きく増加し、生駒市部分の小平尾バイパス、一分バイパスが全線開通され

れば、今後ますます通行車両は増加傾向になっていくことが予測されます。そ

のような中、バイパス沿いの医療機関、イオンビッグやサンディ、くまがしス

テーション・道の駅等を利用された方々やウオーキングを楽しむ方々が国道１

６８号東側の歩道を歩いてこられ、協和橋交差点南側の横断歩道まで進まない

で、旧椿井交番所跡地の前を渡ろうとされる人が多く、協和橋から青信号で北

側、南側へ進行しようとする車両と交錯するという大変危険な状況をよく目に
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します。昔は椿井地区の方々が主に利用されるだけの横断歩道でしたが、現在

は、道の駅方面に歩いて行かれる人、道の駅方面から歩いてこられる人も利用

していただかなければならない横断歩道ですが、現状はなかなかそうなってい

ない状況です。以前の質問では、横断歩道橋を協和橋の北側に新設し、協和橋

上流、北側にも歩道を設置できないか、お願いをいたしましたが、財政的な問

題もあり歩道の新設は困難であり、横断歩道としても１６８号西側には歩道が

なく待機場所がないため、協和橋北側への横断歩道新設は困難との回答でした。

現在１０年前と比較しても、歩行者や通行車両の増加している状況の中、協和

橋南側歩道の延長上に横断歩道を移設することはどうでしょうか。そうするこ

とで、椿井地区の方々も含め全ての歩行者が安全に横断できるのではないでし

ょうか。  

 次に、二つ目の提案として、椿井公民館側からの国道進入用青信号と西宮側

からの国道進入用青信号の順序を逆にするという改良が必要だと考えますが、

いかがでしょうか。現在の状況として、椿井側からは１回の信号で車が待機し

ていない通過車両がないときがあり、１回の青信号で全ての信号待ち車両が通

過し切れないということがほとんどないのに対し、協和橋西宮側からは１回の

青信号で４台程度しか通過できず、全ての信号待ち車両が一度の青信号で通過

し切れない状況が多々あります。これは協和橋西宮側からの通行車両台数が多

い現状に対し、青信号の時間にも違いがあるからです。椿井公民館からの現状

は、横断歩道の歩行者青信号と連動していることもあるのか、椿井からの青信

号時間が１３秒間あるのに対し、協和橋西宮側からは通行車両が多い状況にも

かかわらず、青信号が１０秒しかありません。その上、国道からの北行き直進

車両が協和橋南側の停止線で赤信号となり停止しなければならない状況にもか

かわらず、停止せず通過する車両が多いため、南行き右折車両が赤信号で右折

しなければならず、協和橋西宮側からの車両が青信号になっても交差点内に進

入できない状況となり、通過可能車両台数が３台以下になってしまうこともよ

くあります。  

 以上の状況から、１点目の質問であった横断歩道を北側に移設し、信号の順

序を椿井公民館からの信号が先に青信号になり、次に協和橋西宮側からの信号

が青信号に変わるように変更し、協和橋の青信号時間を長くし車両及び歩行者

の安全・車両の流れがスムーズになる交差点改良を実施するべきであると提案

いたしますが、いかがお考えでしょうか。  

 ちなみに、協和橋東詰め交差点の国道１６８号線の南行き青信号時間は７０

秒で、北行き青信号時間は６９秒であり、三里地区、三里南交差点の１６８号

バイパス進入青信号は約２２秒、バイパス用青信号の時間は６５秒となってお
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り、平等寺地区、平等寺交差点の１６８号バイパス進入用信号は感応式で、自

動車が事前に停車したときだけ約１５秒間青信号となり、待機自動車がいない

ときは赤信号のまま変わりません。また、バイパス用南行き青信号の時間は順

次６５秒、５５秒、４５秒間と変化していきます。また、協和橋東詰め交差点

の改良については、通行車両台数も調査し、協議する必要もあると思いますが、

いかがお考えでしょうか。  

 以上、大きく２点について明確な御答弁をお願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、山田議員の１点目の御質問でございます。コロナ感染症における

医療対応並びにＰＣＲ検査につきまして、多岐にわたりまして御質問を頂戴し

ておりますので、順次、御答弁申し上げたいと存じます。  

 まず、コロナ感染症についてでございますが、誰もが感染する可能性のある

新型コロナウイルスをはじめとする感染症については、感染された方が誹謗中

傷を受けたり、感染を理由に差別的な取扱いを受けることは断じてあってはな

りません。  

 それでは、議員１点目の御質問の陰性証明の発行についてお答えをさせてい

ただきます。奈良県並びに郡山保健所に確認しましたところ、陰性証明の発行

はしていないとの回答でございました。なお、民間の検査機関などでは、検査

結果により陰性証明を発行していることもございますが、現時点では国の考え

方、対応策ということで発行していないというのが現状でございます。  

 ２点目のＰＣＲ検査の早期実施についてでございます。ＰＣＲ検査を行うに

は、検査の順番や検査機関の空き状況、クラスター等の発生、病状などによる

臨床状況などを勘案して優先順位を見極めて行っているとの見解でございま

す。また、検査の時期や回数については、国内外の実施状況を参考にしながら、

学術的な見地から、その方法や基準については必要な改正が行われておるとこ

ろでございます。  

 ３点目の抗原検査実施を推奨しない理由についてでございます。抗原検査は

ウイルスを特徴づける、たんぱく質、いわゆる抗原を調べておりますが、その

検出には一定以上のウイルスの量が必要となります。検査実施場所は、医療機

関や検査センターなどで実施が可能でございます。判定時間は約３０分程度と

いうことでございます。一方、ＰＣＲ検査につきましては、ウイルスを特徴づ

ける遺伝子配列を調べる検査となってございます。抗体検査よりも少ない量の

ウイルスを検出することができます。しかし、検体を専門機関に搬送して実施
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しなければならないことから、搬送時間も含めた時間と検査機関の稼働量が判

定時間に影響することになります。検査精度を求めれば、全員がＰＣＲ検査を

受ければよいのですが、どうしても判定時間のかかることによります心理的不

安の継続や社会経済活動への抑制時間などを考慮して、個別の状況によりまし

てＰＣＲ検査と抗原検査を有効に活用しているというのが現状でございます。  

 次に、４点目のＰＣＲ検査の費用負担についてでございます。本来、ＰＣＲ

検査そのものについては全国的に無料となっておるところでございます。その

上で保健所が検査を行った場合は行政検査となり検査費用は発生しませんが、

全ての検査を保健所で行うことは困難であることから、早期に検査が可能な医

療検査機関において検査を行うことになります。その場合、医療検査機関にお

いては、初診の診察について基本的な項目をどこまで行うのかという点に加え

て、感染者の状況により、どこまでの検査を行うのかが決定をされます。この

場合は、それぞれの医療検査機関において差異はあるものの、初診料的な金額

として自己負担は発生することになります。  

 次に、５点目の児童や乳幼児の感染対策についてでございます。まず、子ど

もさんが感染された場合でございますが、保護者の方との御相談になりますが、

医療機関においてお預かりすることとなります。次に、保護者の方が感染され

た場合の子どもさんへの対応についてでございます。まずは保護者の代わりに

養育できる親族や知人を探していただくことになりますが、親族や知人を頼る

ことのできない場合、保健所とこども家庭相談センターで調整をいたしまして、

保護者の同意の上、こども家庭相談センターで一時的にお預かりをすることに

なります。  

 続いて、６点目の丁重な分かりやすい説明の必要性についてでございます。

まず、保健所の対応といたしましては、感染者や濃厚接触者が発生した場合、

その関係者への説明も含めて聞き取り調査や後の健康観察の機会に個別具体的

な対応を行い、広報やホームページなどを活用して感染の防止だけでなく、濃

厚接触者になったときの対応などについても啓発をしているという見解でござ

いました。次に、町におきましては、リアルタイムで情報提供できるツールと

いたしまして、ホームページを活用し新型コロナウイルス情報をトップページ

に掲げまして、感染症対策や関連情報を掲載し、随時新しい情報を提供できる

ように努めておるところございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  
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 ありがとうございます。第５波が真っただ中で、奈良県においても８月２４

日にホームページによりますと最高の２２３人ですか、感染者があって以来、

昨日は最近少なくなって４１人の方が感染された。そのような忙しい中で、県、

保健所にいろいろお聞きするのは心苦しいところではありますが、私自身とし

ても、今聞かなければいつ聞くんだということもありまして、あえて質問をさ

せていただいたところでございます。  

 その中で再質問させていただきますが、陰性証明については発行されてない

から聞いているんであって、正直、先ほどの答弁では理由になってないのかな

と。民間では発行しているところもあるがということで、国の対応策として発

行していなくても、証明でなくても陰性通知等も含めて、本来は検討していた

だきたいところであります。しかし、この質問については、もう答弁は結構で

す。  

 ２番目ですが、ＰＣＲ検査は臨床状況を勘案し、優先順位を見極めて行って

いるということですが、この優先順位とは明確になっていないのではないかな

と。答えになっているのかなと思うんですが、感染者の増加予防にもっと力を

入れるべきだと思うんですね。家族間の場合等、誰がもともとの保菌者か分か

らない場合があるということで、発症した時点でＰＣＲ検査を全員が実施する

必要があるのではないかなと、２日間待つというのではなく。家族間の中でま

だ発症していない家族にほかにも濃厚接触者がおられ、後で分かったのでは

次々と濃厚接触者が増えていく、後追いになるのではないかなと思う。そのた

めに、まずは早急に調べる必要があるんではないか、抗原検査であっても、時

間がかかる唾液等によるＰＣＲ検査よりも。私の場合は２０分で結果が出まし

たからね。そんな検査もあるのに、ほとんどが次の日、大阪では２日後とかい

うふうに聞いてるんですが、それでは次の濃厚接触者の手だてができないので

はないかなと思うので、本来はそうあるべきかなと思うんですが、制度のこと

もあって、いろいろな事情があるのかもわかりませんが、単純にそういうふう

に感じましたので質問をさせていただきました。これも答弁は結構です。  

 ３番目については、個別の状況によってＰＣＲ検査や抗原検査を有効に活用

しているとおっしゃられるんですが、先ほど言ったように、感染防止にはスピ

ーディーな対応が一番必要ではないか。どのように有効にＰＣＲと抗原検査を

実施されているのか本来は聞きたいところですが、多分、町当局では分からな

いと思いますので、本来の私の質問からして聞きたいところが答えられていな

いなというのは少し残念です。  

 ４点目です。保健所の検査は行政検査で医療検査機関ではなく、初診料的な

金額として、医療機関であると自己負担が発生するということなんですが、何
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かおかしい。保健所の指定で、生駒郡地域外来検査センターに行きなさいとい

うことで行ったら初診料が発生する。保健所の指導で郡山保健所に来なさいと

おっしゃれば無料である。検査する側に選択肢はないんですよ。金額の問題で

はなくて、民間へ行けば、先ほど言ったように１万６ ,０００円かかるんですが、

選択肢がなくても、移動手段もあっていろんな事情があるのかもわからない。

郡山保健所では受け切れない、それも分かりますけど、公平にするべきだと思

うんですよ。それがどうしても法律の関係でできないんであれば、丁寧に説明

する必要があると思う。ここへ行っていただければお金はかかりますが、ここ

へ行っていただかなければ時間がかかるのでどうされますかとか、受診する側

にも本来選択肢があって、受診する側にも検査費用について十分理解した上で

受けるべきであると思うんですが、何か一方的過ぎないんですかと。本来は再

質問したいんですが、再質問する相手がおられないので、そのことでお聞きし

たんですが、これもお答えいただいていない。ただ、町としては、生駒郡地域

外来検査センターを４町で緊急的に３月３１日まで一旦、補助金を予算を手当

てして執行したんですけど、それ以後また延長されたと思うんです。だから、

今検査もドライブスルー的にやられてると思うんですけど、そのことについて、

生駒郡の中でも保健所で受けるのと違いがあるのでは手だてするべきだと思う

んですが、町としてはそのことについてはどうお考えですか。これはちょっと

お聞きしたいと思います。  

 それから５点目、ちゃんと子どもたちの手だてをやってるということで、少

し安心いたしましたが、県単独で市町村・自治体が把握している情報を把握で

きるんでしょうか。そのために市町村が身近になって、民生委員さんの方々も

通じたりしてですね、一番分かってるのは市町村なのに、県でないと直接対応

できないということでは迅速に行われているのかなっていうのが少し不安です

が、やっていただいてるんであればそれで結構ですが、６点目になったときに

ですね、質問が５番と重複するんですが、市町村の自治体を通して、もっと県

民、町民、市民に説明すべきだと思うんです、身近なことについてね、どうす

るべきだということを。医療費のこととか、ＰＣＲ検査をたくさん実施できな

い。もっともっとＰＣＲ検査を増やすべきだと思うんですが、それができない

理由があるんであれば、なぜできないのか。今の現状がどうなってるのか、検

査の現状がどうなってできないのかということを、みんなが不安に思ってると

思うんですよ。そのことをなぜできないのかなというふうに感じました。先ほ

ど言いましたように、濃厚接触者に指定されると、それ以後、検査も受けられ

ない。病院では見ることができない。私がかかった病院では、わざわざ私の家

族に見てあげたいけど、もう濃厚接触者に指定されるであろうから申し訳ない
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けど、検査をしてあげられないって。そんな法律的で濃厚接触を止める手だて

を止めるというのは何かおかしいんじゃないか。検査はやってもいいんじゃな

いか、それは感染症法による法律に関わってくるのかもしれませんが、それで

あれば、ちゃんと説明をするべきだと思うんですが、そのことがもう少し必要

ではないかと思います。  

 最近、生駒市と天理市が自宅療養者の自治体への情報開示について県に求め

られたけども、県は拒否されたことが新聞に載ってました。厚労省は開示する

ようにということも、今通達で出されているように感じました。独り親家庭等

は、感染情報も含めて、県単独で情報収集、適切な対応が本当に迅速に行われ

ているのか不安なところです。私は実体験として、いろいろなぜと思うことに

ついて質問して、ほかの方ももっとたくさんの疑問点があると思うんですが、

今質問したことは、また何かの機会に県のほうに進達していただければと思う

んですが、生駒郡地域外来検査センターの件については、答弁をお願いしたい

と思います。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、山田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 ＰＣＲ検査の費用負担の公平性という部分で、再質問のほうを頂いたところ

でございます。ちょっと答弁が重複することになりますが、保健所が行う行政

検査というのは一応無料ということで、検査医療機関は有料ということになっ

ておるということで御答弁申し上げたところでございます。実際に、実態的な

お話といいますか、現状という部分で申し上げましたら、保健所で濃厚接触者

の方の検査を全て行うということは、現実的に物理的にちょっと不可能ではな

いかということも併せて、対象者の方を様々な医療検査機関のほうで検査をお

願いされてるというのが現状かなと、まず理解をしております。検査対象者の

方が保健所で順番待ちをしていただいたりとか、有償だから無償だからという

ことで時間的な選択を制約するというのもなかなかできないことなのかなとい

うことでございます。その上で、費用については検査医療機関であれば、いわ

ゆる診療報酬に基づくものでございますので、検査に来られた方の初診であっ

たり、問診であったりというふうな一定の医療行為が発生するわけでございま

すので、その部分での診療報酬ということで御本人の御負担になるということ

でございます。  

 ちょっと繰り返しでございますが、ＰＣＲ自身の検査については無料という

ことでございます。確かに、検査医療機関の費用をどう取り扱うのかというと
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ころでございますが、この件につきましては、生駒郡の場合、議員お述べのよ

うに、生駒郡地域外来検査センターのほうで対応しているケースが多うござい

ますので、そちらのほうにも一応確認はさせていただきました。だから、今申

し上げたとおり、検査費用については無料になるが、対象者の方が来られたと

きは一定そういうふうな医療行為も必要になるので、その部分の費用について

は発生しておるということでございます。これの対応についても市町村の判断

だけで、その場でその医療費部分について減免をするとか、また償還払いにす

るとかいうことは事務的には不可能でできないなということでございましたの

で、そこは各市町村の判断になるのかなというところでございます。検査セン

ターとしましては、そういうふうな取扱いを今現状行っておるというところで

ございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 答弁を聞いてましたら、できない状況であるというだけおっしゃってるよう

に聞こえるんですけどね。ＰＣＲ検査は無償であるとはいっても、これはいろ

んな経費もかかってくるでしょうから、公費で負担されてるだけじゃないです

か。私は入院しましたが、その入院費用も後で返していただいて公費負担にな

ってるわけですよ。ＰＣＲ検査も、お医者さんは当然医療行為をして医療費を

請求されるのはよく分かるんで、それを公費負担にすればいいという話なんで

すよ。それができるかできないか、する気があるのかないのかということなん

ですよ。だから、そのことについては、今ここで押し問答しても仕方ないので、

そういう不公平感があると。不公平感という感じじゃないんですよ、現実的に

不公平になっているということをどう捉えるかということで、不公平をなくす

ということも必要ではないかということで御検討いただきたいと思います。そ

ういう意味で、この質問はこれで結構です。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、山田議員の大きな二つ目の御質問でございます。国道１６８号線

の協和橋東詰め交差点改良についての質問にお答えをさせていただきます。  

 まず、１点目の横断歩道の移設についてでございます。  

 議員お述べのように、現在は協和橋より北側である三里、平等寺周辺の開発

も進み、横断歩道の設置当初に比べ、協和橋交差点を渡って北側に通行する歩

行者は増加しているのではないかというふうに推察されるところでございま
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す。本来、国道の北側からの歩行者は、南側にある横断歩道を渡らなければな

りませんが、お急ぎの方が横断歩道のない協和橋付近で横断してしまうという

ケースも散見され、今後も歩行者が増加すれば危険性が増すと考えられます。

それらを勘案いたしますと、横断歩道の移設については一つの手段であると考

えますが、仮に現在の横断歩道を協和橋の南側に移設するとしても、歩道の拡

幅こそ必要はございませんが、歩道の切下げや信号機の移設、また白線の引き

直しなどの多様な経費が発生することになります。所管である西和警察署にも

問合せをしたところ、要望があれば検討するが、歩行者の通行量調査なども実

施し、相当の有効性を示さなければ実現性は低く、多少の迂回にはなるが、基

本的には今ある横断歩道を利用していただくよう歩行者のモラル向上に向けた

指示標示の設置や啓発により対応していくとの回答でございました。  

 次に、２点目の信号の順序を逆にすることについてでございます。  

 こちらも所管の西和警察署へ問合せたところでございますが、椿井側の信号

は感応式信号であるが、現在は定周期で稼働させているとのことです。本来な

らば、歩行者または車両がなければ作動しない信号であり、その性質上、そち

らを先に作動させることはシステム的に不可能であるとの回答でございまし

た。ですので、仮に横断歩道を協和橋側に移設したとしても、信号の順番を変

えることはできないとのことでございました。  

 また、現在の協和橋交差点における信号の間隔についてでございますが、横

断歩道のある交差点は、歩行者保護の観点から横断歩道の幅員１メートル当た

り１秒という規則があり、この横断歩道は幅員が８メートルでございますので、

青色８秒プラス点滅時間４秒の１２秒という、議員が測定されたとおりでござ

いますが、規則上はこれ以下の変更はできないというふうなことでございまし

た。協和橋側の信号につきましては、朝夕の通勤時間帯と昼間の時間帯で間隔

を変えているとのことでした。朝夕につきましては青色１５秒プラス黄色２秒

の１７秒、昼間については青色１０秒プラス黄色２秒の１２秒で運用している

とのことで、議員のほうが計測をされました１０秒というのは昼間の時間帯の

間隔であったと思われます。西和警察署におきましても、国道１６８号線椿井・

平等寺間の交通渋滞の解消については喫緊の課題として取り組んでおり、その

観点から国道本線の時間をできるだけ長くし、支線より進入する信号は最低限

にという調整をしており、協和橋からの信号をこれ以上長くすると、国道本線

の渋滞が加速するとの懸念があるということでございます。西和警察署では椿

井、平等寺、協和橋交差点の交通量調査を定期的に行い、その都度、信号の間

隔を調整し渋滞解消に取り組んでいるところで、現時点では今の設定が最適で

あるという認識でございます。  
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 ３点目の通行車両台数の調査の実施についてでございます。  

 通行車両の調査につきましては、西和警察署において実施をしているデータ

もございますが、歩行者の通行量調査は実施していないとのことでございます。

今後、具体的な方向性が示され、有効性を立証する必要がありましたら、町に

おける調査の実施については、今後検討させていただきたいというふうに考え

ております。  

 以上です。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 まず一つ、いろいろな再質問までに、椿井側からの信号は感応式を現在、定

周期で稼働させているというのは、今は感応式になってないということかなと

思うんですが、その点についてはどのようになってるんですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 まず、山田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 まず、椿井側の感応式の信号機、今は定周期で動いておるというところでご

ざいますが、これにつきましては感応式の信号機のセンサーが今現時点で故障

しておるというところでございます。西和警察署のほうから、本部である奈良

県公安委員会のほうに修理の要望を行っているとのことでございますが、今現

在、年度途中ということもございますので、予算面での予算措置といいますか、

予算の確保について、今所管の警察のほうでも努めていただいておるというの

が現状でございます。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 故障してるということで、交通安全上、大きな問題はないのかなと。そのこ

とによって事故を誘発されるということもないから、まあ後回しになってるの

かもわかりませんが。その答弁を頂いたので、先に２番のことを触れさせても

らいますが、２番のところで、協和橋からの信号をこれ以上長くすると国道本

線の渋滞が加速する懸念がある、よくおっしゃいますねというのが正直、申し

訳ないですが、そう思います。協和橋の青信号というのは、南北行きで青信号

の時間が７０秒でしょう。平等寺の交差点は感応式になっていて、先ほど言っ

たように、車が止まっていなければ青にならない、その関係もあると思うので
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すが、青信号が６５秒、５５秒、４５秒と。４５秒という時間のときもあるん

ですよ。でも、現実的にその信号で、確かに道の駅の南方面行きが朝夕に渋滞

することもありますが、それが協和橋東詰の交差点からずっと続くこともある

んですけど、そのことだけで単純に言えるのかなと思いますし、今現状、青に

なってずっと見てますと、車が発進するのに２秒から３秒かかるんですね。１

０秒で２秒というと、８秒しかないわけですよ。先ほど言ったように、協和橋

のところで生駒から来た車が西宮方面に右折するのに、当然、右折レーンで待

ってるんですけど、どうしても北行きの車が赤信号でも突っ込んでいくんです

よね。そうすると交差点の中にいる車両は、赤でももう右折しなければならな

い。それをやってると、それで２秒ほどかかる。１０秒のうちの実際に渡るの

は五、六秒で、現実的に２台しか行けないという場合もあるわけでしょう。  

 そこに、この間なんて、４人ぐらいの女性の高齢者の方が橋の歩道の東側の

ほうで１６８を渡ろうと待ってられるんですよ、横断歩道まで行かずにね。車

は曲がってくる、人は渡る、こっちの車は時間ないので焦る、もう事故が起き

ないのが不思議だなって思うんですね。そういう意味では、朝夕１５秒にして

るということであれば、朝夕のほうがどちらかというと国道のほうも混むんで

はないんかなと思うので、お昼も１５秒にできるんじゃないですかって思うん

ですよ。  

 椿井側の信号の感応式、それを平等寺のように車がなければ青にならないよ

うにすれば、１６８の本線の青信号も今の７０秒から８０秒にすることも可能

なわけじゃないですか。そういうことも含めて手だてしていただきたいという

ことをお願いするしかないんですけど、それは３点目のことも含めて、交通量

調査を実施してですね、あんまり交通量調査をしていると、皆さんが横断歩道

を渡ろうとされると思うんですが、隠れてというか、見えないところで現実的

にどのぐらいの人が渡ってるのかも含めて調査をしながら交渉をしていただき

たいと思うんですが、そのことについて再度御答弁をお願いいたします。  

 それと、１番目の横断歩道の移設ですが、要望があれば検討する、実現性は

低いが歩行者のモラルの向上に向けた標示の設置や啓発、そんなことはよく分

かってる話であって、ただ、現実的に事故が起きたらどうするんですかという

話なわけでしょう。重大事故が起きれば誰の責任なんだ。そういうことが起き

ないようにどうするのか、もちろん予算も必要でしょう、改良の必要のために

は白線や歩道の切下げなんかも必要でしょうが、そのことも含めて事故が起き

ないためには検討を頂きたいと思います。平成２１年度の町の答弁では、歩道

の設置は財政面からも困難であるが、協和橋の歩道ですね、分かりますが、横

断歩道や右折レーンの設置等交差点改良が必要であると考える、関係機関と前
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向きに協議し対応したいという御答弁も頂いたので、横断歩道の移設も含めて、

それが一番の策ではないんですけど、交差点でないところを渡る人たちをどう

手だてするかということも含めて協議して、要望を頂きたいと思うんですが、

そのことについては、町としてはどうお考えですか。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、山田議員の再質問にお答えをさせていただきます。  

 協和橋から国道へ、南北に出られる車の台数につきましては、私どもも土日、

あの辺にこの頃よくおりますので、橋の上で車両の止まっておる状況などにつ

いては注視して見ておるようなところでございます。確かに、議員おっしゃら

れるように、昼間でしたら長くて３台もしくは４台程度の車が橋から国道のほ

うに出ていく状況かなというのをまず理解をしておるところでございます。そ

の中で、全体的な交差点といいますか、椿井から協和橋に向けてのエリアとい

うのは一つの交差点であろうというふうに認識しておりますので、その交差点

の渋滞の緩和と、また本来、横断歩道があるにもかかわらず、歩道を通らずに

歩行されてる歩行者の方も散見されるということでございますので、そういっ

た状況も踏まえまして、所管の警察署のほうには引き続き要望のほうはしてま

いりたいというふうに考えております。  

 あわせて、歩行者の状況につきましては、先ほどの答弁の中でも所管のほう

では、車両の通行量調査ということでございますので、一定どれぐらいの方が

平時、昼間の間にそういうふうな通行をされておられるのかという実情の把握

も含めて、ここにつきましては町のほうで歩行者の通行量の調査という部分に

ついて、一度実施に向けて検討をしてまいりたいと思います。その結果を踏ま

えて、より具体的なものを持った上で、所管の警察署とは一定協議のほうをさ

せていただきたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山田議員。  

○９  番  

 ９月１２日の日曜日に、１６８号の交通量調査をやられたように見受けられ

ました。協和橋を通りましたが、残念ながら管轄外なのか、協和橋の交通量は

調査されていません。１６８号についてされていたようです。そういう意味で

も、現状の実態、時間帯にもいろいろよると思うんですが、その辺もしっかり

と状況を確認していただいて安全な交差点になるように、事故が起きないよう
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に交渉を願いたいと思います。  

 それでは、私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、山田議員の一般質問をこれで終わります。  

 １０時１０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前  ９時５６分）  

 

再    開  （午前１０時１０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号２番、議席番号１１番、下中議員の質問を許可いたします。下中議

員。  

○１１番  

 １１番、下中一郎でございます。よろしくお願いいたします。通告に基づき

まして、２点について一般質問を行います。  

 まず１点目、防災協定の締結についてであります。防災対策として、災害時

における緊急物資の供給体制についてお尋ねをいたします。  

 地震、大雨、暴風等による大規模な災害が発生した場合に、被災者へ一刻も

早く緊急に提供しなければならない食料品・衣料品などの生活必需品や医薬品

などの物資を確保して町民の安心安全を図っていくためには、地域の団体や店

舗、企業等の協力関係が大切であります。また、災害復旧時に必要な機材や工

具、シートなどの災害用品を確保することも必要であります。町においても、

防災備蓄品として乾パン、アルファ米、飲料水、毛布とともに土のう袋、作業

工具も備蓄し、緊急時に備えられております。しかしながら、保管場所や数量

的な問題もあり、また保管場所が被災することも考えられますので、万全とは

言い難いと思います。  

 そのような中で、今回は燃料電池車などによる電力供給の協力協定を締結し

てはいかがなものかとして提案をいたします。例えば、指定避難場所で避難さ

れてきた町民の医療機器の使用やスマートフォンなどの充電などに役立たせる

ことであります。今回の提案では、企業名は奈良トヨペットであり、給電ので

きる燃料電池車を約３０台ほど所有されており、災害時には貸出しを行ったり、
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また防災訓練の参加も考えられておられます。このような取組をされている奈

良トヨペットとの協力協定の締結を考えるべきと思いますが、どのように考え

ておられるのか、お聞きをいたします。あわせて、現在、協定を締結されてい

る関係団体、企業はどのぐらいあるのかをお聞きをいたします。  

 ２点目、相互応援協定の締結について。  

 災害発生時の対応について全国的に高まっており、緊急時には周辺市町村と

連携して対応できる体制づくりが本町でも進められております。台風、大雨、

地震などの自然災害は１か所だけでなく、周辺地域にも大きな被害が発生しま

す。そのようなとき、より広域的な市町村との連携により災害発生時への対応

策の一つとして相互応援協定を締結することも必要であります。その必要性、

重要性を考えて、平成３０年８月２７日に高知県須崎市と災害相互応援協定が

締結されました。緊急時での応援・救援活動や発生後の復旧活動が主なものと

考えられますが、平常時においても先進的な防災対策を取られている他市町村

に学ぶべきところも多くあり、自分たちの町の地域防災力を高めていくことも

できると思われます。  

 そこで、２点についてお伺いをいたします。  

 まず１点目は、過去何回か聞いているところでございますが、協定締結をさ

れた高知県須崎市とどのような交流事業を展開されているのか、お聞きをいた

します。何回か行き来があるのかどうかもお尋ねいたします。  

 次に２点目として、以前にも提案をいたしました河内長野市との締結に向け

た取組状況はどのようになっているのか、お聞きいたします。  

 以上、２点になりますので、よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、下中議員の１点目の防災協定の締結について、御回答をさせてい

ただきます。  

 災害時に備えた燃料電池車などの活用については、国土交通省や経済産業省

が連携しながら周知啓発が図られており、全国的にも多くの自治体が自動車メ

ーカーと協力協定を締結している状況でございます。近隣では、広陵町が先般

８月２３日に奈良トヨペット株式会社及びネッツトヨタ奈良株式会社と協定締

結されたところです。本町におきましても、議員御提案のとおり、それらの自

動車メーカーに働きかけ、協力協定締結に向けて取り組んでまいりたいと考え

ております。また、現在、協定締結する関係団体企業数は、行政機関で９機関、

ボランティア活動協力で１団体、民間企業で２９団体で、合計３９団体となっ
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ております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 川西部長、答弁ありがとうございます。ちょっと二、三再質問をさせていた

だきます。  

 先ほど国土交通省からのいろんな話もあって前向きに考えてるということで

すねけども、今回提案いたしました奈良トヨペット、ネッツでありますが、現

在三十数社ある締結の中で、今回のように車両関係の会社とは、こういう交渉、

取組があったのかどうか。また、燃料電池車など所有している会社とは締結の

話があったのかどうか、それを一つお伺いいたします。  

 それと２点目のね、３９団体、全部で合わせてありますが、これ、ちょっと

公的団体は分かりました。それとあと、２９団体の会社のうち、いわゆるメー

カーですよね、物を作っている会社と商社、売ってるというふうな会社とに分

かれると思いますねけど、その辺の分類はどのぐらいの程度になっているのか、

ちょっとお伺いいたします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 ２点再質問を頂きまして、現在の車両の燃料電池車を所有する会社との防災

協定の締結実績ということでございますが、現在まで車関係等の燃料電池車を

所有する会社との防災協定の締結実績、協議履歴というのはございませんでし

た。  

 それから、もう１点質問を頂きまして、今、防災協定を結んでいる３９団体

があるわけなんですけども、メーカー系、商社系を分けるとどうだ、何社だと

いうことなんですけれども、協定締結先は様々ですけども、メーカー系と商社

系を２分類するというのは難しい点がございます。協定先民間企業は２９社と

私は申し上げましたが、うち物資、機材の提供をするのが１２社、避難場所の

提供が６社、災害復旧・現場の復旧は６社、し尿廃棄物等が３社、医療関係が

１社、広報活動１社というふうな分類になっております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  
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 １点目の車両関係については初めてであるということで、今後いろいろと取

り組んでいただきたいと思います。というのは、今まであんまりなかったとい

うことで、視点を変えて、そういう点からこういう会社との付き合いをしてい

ってもいいかなと思いますので、今後とも進めていってほしいと思います。そ

れについてはね、多分部長も御存じやと思いますねけども、奈良トヨタと奈良

トヨペットとネッツといろいろあって、ちょっとグループが分かれております。

今言ってるのは奈良トヨペットですねけども、トヨペットはネッツ系ですね。

この連携については、町内にもネッツの販売店がございますわな。これを利用

と言うたらおかしいけども、そこらを足がかりにして、まず事務者レベルで何

とかいろいろ話を進めていってくれたらどうかなと思いますねけども、その点

についてよろしくお願いいたします。  

 それと、提携先のメーカー系と商社系ということでしたけども、サービス系

とかもいろいろあって、大概多岐にわたって大変結構かと思います。今後とも

このような形で進むのかどうかは分かりませんねけども、現在２９団体提携し

ている会社、あと団体も混ぜて三十数社ですねけども、これが多いのか少ない

のかは議論の分かれるところであってね、もう三十数社もやってんねんからも

ういいやんかという案もあるし、いやいや、まだまだもっと増やしていけばえ

えという案もあると思います。どちらがいいか分かりませんけどね、これで現

在、町として考えておられるので、今ぐらいの程度でいいのかな、いや、もう

ちょっと増やしていいのかなと。それはどちらか、いやいや、もう三十数社あ

るので、これ十分やという答えなのか。もうちょっと幾らか多方面にわたって

提携したいというのであれば進めていこうというふうに考えておられるのか、

それはどちらかかちょっとお答え願いたいと思います。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 まず、自動車会社との提携がなかったということで、視点を変えて相手先を

見つけたらどうだという御質問でございますけども、災害対策はその時々に応

じて対応していかなければならないというふうに、議員も御指摘されておりま

した。指定避難場所での医療機器の使用や家族、友人との連絡をする携帯電話

を充電させる電力供給についても、近年大きな課題というふうに捉えておりま

す。そこで、あらゆるパターンを想定して企業等から支援を受けることができ

るように、事前の備えとして常に情報収集、協定相手企業については模索して

まいりたいと考えております。それから、町内にネッツトヨタの販売店がござ

いますので、そこを足がかりにということですので、もちろん町内にあるとこ
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ろからまずお話をして、早速協議を進めていけたらなというふうに考えており

ます。  

 それから、現在、協定しているのが３９団体と申し上げましたけども、これ

が多いのか少ないのかといろいろ議論があるところなんですけども、あらゆる

場面を想定し、より多くの企業、団体との締結が望ましいと考えております。

適切な締結数はどの程度がよいのかというのはなかなかないと思いますけど

も、１社でも多く締結できるようにするのがよいと考えておりますので、締結

先の模索については都度に行ってまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 ありがとうございます。奈良トヨペット、ネッツグループで販売店からやっ

ていくということですねけども、いずれにせよ新しい視点での協定であるので、

前向きに進めていってくれたらと思いますねけど、その点だけ、最後に１点よ

ろしくお願いします。  

 それと協定先ね、今、川西部長から言われたように、より多くの会社といろ

いろ結んでいきたいという前向きな御答弁ですので、今後増やしていくとなれ

ば、何かなしに進めるんではなく、やはり有効かつ有益であるということを見

据えて締結すべきと考えますが、この点についてはいかがですかな。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 前向きに新しい視点で進めていくということで言わせてもらいましたとお

り、今後、精力的に前向きに進めてまいりたいと考えております。  

 それと、今後増やすとなれば有効、有益、こういったのを見据えて締結する、

これは当然だなと思うんですけども、その辺は平群町にとって何が今有益なの

かどうなのかということもきっちり見据えながら、災害時に必要とされる有効、

有益な応援を提供いただける企業、団体を模索した上で打診し、協定締結に向

けて取り組んでまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 いずれにいたしましても、奈良トヨペットは燃料電池車があるという会社で
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すので、いろんな視点を変えて精力的に取り組んでいくということですので、

ぜひこれはもう前向きに進めていただいて、できるだけ早くに締結できるよう

に、よろしくお願いしたいと思います。  

 それと、後の残りというのかな、数を増やしていくというのは、私が申し上

げましたように、やはり有効かつ有益ということで、平群町にとって今何が一

番必要であるかということを十分見極めて締結すべきと考えますので、これも

今後、何社になるかは分かりませんけども、順次増やしていっていただければ

結構かと思います。よろしくお願いいたします。この件については結構です。

ありがとうございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、下中議員の２点目の相互応援協定の締結についてということで御

回答させていただきます。  

 前回、令和２年１２月議会における御質問にもお答えさせていただきました

が、まず須崎市との締結の関係なんですけども、現在におきましても、防災・

減災に関しまして、交流事業などについて実施できていない状況だということ

でございます。昨年度からの新型コロナウイルス蔓延防止の観点から各行事等

を中止している中で、他市町村との交流や協議等も見送ってる状況ということ

でございます。  

 それから、二つ目の御質問でございますけども、河内長野市との防災協定等

応援協定についての取組でございますが、この質問につきましても、前回、令

和２年１２月議会において御質問いただきました。その際の回答として、災害

協定のみにかかわらず、有効であると認識をし打診していくとお答えをさせて

いただきました。以後の進捗との御質問と思いますけども、先ほど御質問にも

お答えしましたとおり、昨年度からの新型コロナウイルス感染症蔓延防止の観

点から各行事等を中止する中で、打診について差し控え、現在のところ行われ

ていないという状況でございます。しかしながら、有効であるとの認識は変わ

りませんので、コロナ禍が収束後に打診するなどし、災害時に備えて有意義な

内容となる相互応援協定が締結できればというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 まず、須崎市との交流について、３０年ですか、締結されて。それ以外、交
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流事業はないということですねけども、ちょっと基本的なことに立ち返ってお

伺いいたします。３０年に締結されて、そのときいろいろ覚書等も交換されて

ると思いますねけども、基本的なことですね。この覚書の内容についてね、多

分いろいろ起きたとき、有事の際は双方から行ったり来たりするとか、救援活

動もいろいろするとかいうようなことは恐らく記入されてると思います。ただ、

もう１点ね、平常時には年１回以上は、防災について協議をするとか話合いす

るとかいうような条項が覚書の中に書いてあるのかどうか、これを１点ちょっ

とお伺いいたします。  

 それから、河内長野市との協定について、これは災害協定だけでなく、姉妹

都市等も含めてということですねけども、一番の根本は楠木正成ですわな。楠

公を大河ドラマに仕立ててくれという河内長野市さんからの要請であったよう

な感じに思います。ここ二、三年はコロナ禍でいろいろ話もできてない。須崎

市も一緒ですねけども、これ、一番初めの取っかかりは河内長野市の市長さん

がこちらへお見えになったというふうに聞いておりますねけども、それは事実

ですかな、どうですか。よろしくお願いします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 まず、須崎市との関係で覚書、協定書の内容のことについてでございますけ

ども、平成３０年８月２７日に協定を締結しております。災害時相互応援に関

する協定書ということで、内容ですけども、いずれかの市町域において大規模

な災害等が発生、また災害を受けた、被災された市町が独自では十分な応援措

置ができない場合に相互救助協力しとあります。また、違う観点でいえば、質

問にありましたとおり、平常時での交流についてということは特に定めておら

ないということでございます。ただし、資料の交換として地域防災計画、その

他の資料を相互に交換するものとすると定めがございまして、この点につきま

しては、昨年度、本町の地域防災計画を改定しております。これを須崎市のほ

うにお送りしまして、ちょっと議論をしたというところでございます。  

 それから、河内長野市との関係なんですけども、取っかかりが楠木正成さん

ということでの取組なんですけども、市長が平群町に来られたのかということ

なんですけども、これにつきましては、平成３０年１０月５日に河内長野市の

市長が来られました。内容としましては、河内長野市が中心となって取り組ん

でおられる楠木正成の大河ドラマ化に向けての協議会の設置についてというこ

とで、平群町も参加願いたいということで来られたという事実がございます。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 交流事業について、平常時の覚書は書いてないと。しかし、地域防災計画で

いろいろして、ちょっと話をしたということですねけども、これね、川西君、

地域防災計画を拡大解釈してやるのも一つの方法ですので、記入されていない

のであれば、これは仕方ないですけども、平常時の交流としてね、やはり年１

回ぐらいは防災対策について話合いをするという気構えを持ってほしいと思い

ますねけども、その点についてはどうですかな。  

 それと、河内長野市の件、市長がお見えになって楠木正成を大河ドラマに仕

立てたいということで、その協議会を立ち上げてほしいということで、かなり

六十何市かいろいろあるらしいですけども、この点についてね、多分、平群町

では信貴山での楠木正成の話が主だと思います。そういう関係で来られたと思

いますねけども、協議会を立ち上げてくれというお話であって、その後２年ほ

どになりますねけども、実際、コロナ禍でいろいろ行き来はできなかったけど

も、シンポジウムとか勉強会または協議会、セミナー等は実際に開催されたの

かどうか分かりませんねけども、そういう動きはあったのでしょうかな。その

点についてお伺いいたします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 まず、須崎市との関係でございます。平時での交流もしたらどうやという御

質問でございます。そのとおりかなと思いますけども、話合いの場を定期的に

設けるとなると、その都度、議題が必要になるということもございます。特に

議題を設けずにという形になりますと意味合いも薄れてきますので、双方に課

題が生じた際に、それぞれの対応をどのようにされているのかを確認する場と

して情報交換会を設けていただけるか否かにつきましても、今後、須崎市にも

打診してまいりたいと考えております。  

 それから、河内長野市の楠木正成の協議会の関係でございます。どんな活動

をしたんだということなんですけども、平群町が直接行ってるというわけでは

ないんですが、その協議会としまして今聞いてるところで、まず確認してると

こでは、平成３１年２月にＮＨＫ大阪放送局への活動報告に行かれたり、令和

元年１０月にはＮＨＫ東京放送局へ活動報告を実施されていると。今年度も８

月にＮＨＫ大阪放送局へ訪問予定であったというふうに聞いておるんですけど

も、この緊急事態宣言により延期となったというふうに聞いております。コロ
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ナ禍での活動がなかなかできない状況ということですけども、引き続き署名活

動等ですね、本町でも行っておりますけども、続けていきたいというふうに考

えております。  

 以上です。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 須崎市との交流については、平常時でも課題を見つけて情報交換会をやって

いきたいということですので、これはぜひとも実現してほしいと思います。相

互応援協定があって、有事のときだけ行くのではなく、やはり日頃から防災対

策をしていろいろ取り組んでおられるところに学ぶということですので、これ

はよろしくお願いしたいと思います。  

 こうした中でコロナがいつまで続くのか分かりませんけども、コロナ禍が収

まったら、もう一度しっかりとした足元を見詰めてアクションを起こしてみて

はどうかと思いますねけど、その点についてよろしくお願いいたします。  

 それから、河内長野市について、いろいろ協議会をされて頑張っておられま

すねけども、コロナ禍でなかなかうまくいってないというのが実情かと思いま

す。実際ドラマ化が決定したようには聞いておりませんし、難しいところだと

思いますが、いろいろと市長も取り組んでおられますねけども、河内長野市も

１年、２年と過ぎてきて、なかなか大河ドラマに出ていくというのがだんだん

薄れてくるような感じもいたします。いま一度ね、もう一度原点へ戻って、や

っぱり河内長野市さんといろいろやっていきたいなという思いでね、一から出

直すつもりがあるのかどうか、締結に向けて積極的に取り組んでいく意気込み

があるのかどうか、お聞きしたいと思います。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 まず１点目、須崎市に関する質問でございます。コロナが終わったら一度ア

クションを起こしてみてはということで、先ほど言いましたとおり、コロナが

収束しましたら、現段階で一度、相手先でもある須崎市に打診して、そのよう

に取り組んでまいりたいと思います。  

 また、河内長野市の関係でございますけども、これにつきましても、先ほど

お答えしましたけども、協定締結が有効であるという認識には変わりませんの

で、防災協定、また楠木正成の関係でどちらもあります。いろんな面がござい

ますんで、このコロナ禍が収束後に打診するなどしてですね、災害時に備えて
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有益な内容となるような相互応援協定などが締結できるように取り組んでまい

りたいと考えます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 川西部長から力強いお答えを頂きましてありがとうございます。須崎市、相

手方とも打診をして、今後きちっとまた元からやっていくということですので、

よろしくお願いしたいと思います。  

 それから、河内長野市についても相互協定だけでなく、姉妹都市まで発展す

るかどうかは分かりませんけど、その辺も見据えて今後も締結に向けて積極的

に取り組んでいきたいという旨、答えていただいたので、ありがとうございま

す。  

 最後に、ちょっと町長にお聞きいたしますねけども、今、川西君が答弁して

くれたように、やはり一から出直すつもりで、きちっと協定締結に向けて積極

的に取り組んでいく意思があるのかどうかだけお聞きしたいと思います。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、下中議員の質問にお答えさせていただきます。  

 確かに、須崎市とは災害相互応援協定を結んでおります。以前は、道の駅の

関係で物販等の交流もしておりました。今はなかなかコロナ禍の中で交流がで

きてないということもあります。また、河内長野市さんについては、楠公つな

がりで協議会のほうにも平群町も参加しております。ここにつきましても、引

き続き災害協定とか相互応援協定に向けて努力してまいりたいというふうに考

えております。  

 以上です。  

○議  長  

 下中議員。  

○１１番  

 ありがとうございます。町長のほうからいろいろと須崎市との関係を良好に

していきたいという旨の答弁を頂きました。また、河内長野市については、相

互応援協定に向けて取り組んでいきたいという旨の発言も頂きましたので、今

後ともしっかりと積極的に取り組んでいただくようによろしくお願いをいたし

ます。  
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 以上で私の一般質問を終わります。  

○議  長  

 それでは、下中議員の一般質問をこれで終わります。  

 １０時５０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時４０分）  

 

再    開  （午前１０時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号３番、議席番号７番、山口議員の質問を許可いたします。山口議員。 

○７  番  

 それでは、通告に基づきまして、大きく２点について質問いたします。  

 まず１点目は、昨年６月議会から定例議会ごとに一般質問をしてきました。

櫟原山林のメガソーラー開発についてです。住宅地上流の山林４８ヘクタール

にも及ぶメガソーラー開発事業については、先ほども言いましたように、昨年

６月議会以降、系統的に質問してきました。その中で、協栄ソーラーステーシ

ョン合同会社が信用できない事業者であることが明らかになりました。中でも、

事業者が県に提出した林地開発許可申請書の偽装はあまりにも悪質です。許可

権者の県が工事中断を命じたのは当然のことです。  

 この間の質疑も踏まえて町長に質問します。  

 まず、事業者が今年２月１６日に林地開発許可の変更申請書を県に提出した

こととほぼ同時に工事を始めたことについて、この点について何点かお聞きし

ます。  

 １点目は、町はこの変更申請について事業者と事前協議を行ったのでしょう

か。  

 ２点目、変更の許可を受けずに工事を着工したことに問題はないのでしょう

か。  

 ３点目、変更申請では、新たな放流水路として椿台住宅地の北側隣接の水路

が追加されましたが、水利組合の同意を得ているのでしょうか。  

 ４点目、椿台住民に対しても変更内容の周知が必要と考えますが、いかがで

しょうか。  
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 ５点目、工事着工に当たっては、準備行為も含めて事前に周辺住民等に周知

することが町の指導要綱に明記されていますが、事業者は周辺住民等に周知し

たのでしょうか。  

 （２）点目です。６月中旬以降、工事はストップしていますが、２月中旬か

ら４か月間の大規模伐採等の工事について。  

 これについての１点目、林地開発許可条件では、開発行為に当たっては沈砂

池、調整池等の防災施設の設置を先行し、切土または盛土は下流に対する安全

を確認した上で行うこととなっていますが、守られていたのでしょうか。  

 ２点目、事業者が許可申請書に添付した防災計画書では、立ち木を伐採する

ことにより、降雨が直接地面に落下し地表面を流れて山腹斜面が不安定になる

ことが想定される。そのため地崩れ、土砂流出に配慮するとありますが、配慮

されていたのでしょうか。  

 ３点目、事業者は防災計画図等で沈砂池を８か所設置するとしていましたが、

設置は２か所だけで、その２か所も土砂満杯で放置されていたようです。御存

じだったのでしょうか。  

 ４点目、事業者は濁水の影響度について、事前に降雨時の濁度を測定してお

き、施工中の濁度の監視を工事請負業者にて実施するとしていましたが、実施

されたのでしょうか。  

 （３）点目、林地開発許可申請書の虚偽について。  

 １、偽装されたのは下流域の災害に直接関わる下流河川・水路の流下能力で

す。偽装発覚後、事業者は櫟原川と椿台北側の水路の調査をしたようですが、

県の基準をクリアする改善は可能なのでしょうか。  

 ２点目、下流河川・水路が県基準をクリアできない場合、調整池の規模を大

きくする必要があるようですが、変更申請の規模と比較してどの程度の容量が

必要でしょうか。  

 （４）点目、伐採で裸地状態になった計画地の防災対策について。  

 事業者が開発許可条件や自らの防災計画を無視した短期間での大規模伐採に

より、事業地は裸地状態です。この間、降雨ごとに下流河川に濁水が流れ、現

場では土砂の流出も起きています。一刻も早い防災対策が求められます。この

ことについては、７月１３日に現地調査された京都大学の奥西一夫名誉教授ら

から平群町に対して、１、県当局に適切な防災工事の実施を指導するよう進言

を、沈砂池を直ちにしゅんせつし、沈砂池の必要容量を見直すとともに、土堰

堤の崩壊防止策を講じるよう県に進言を、との提言が出されています。町とし

てどのように対応されたのでしょうか。  

 （５）点目、事業地内の里道の通行について。  
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 メガソーラー事業地内の里道について、町は昨年６月２５日、事業者に払下

げました。払下げの際の売買契約書の第１０条（売買物件の禁止行為等）にお

いて、乙（事業者）ですけれども、「乙は売買物件が公共物（道路・里道・水路）

であったことを踏まえ、当該土地において林地などへの通行を妨げる行為（フ

ェンス柵の設置等）をしてはならない」旨の合意をしており、同第１２条にお

いて、違反した場合には「甲（平群町）は、本契約を解除することができる」

とされています。ところが、事業者は里道の途中にバリケードと立入禁止の看

板を設置し、住民の通行を妨害しています。里道の通行妨害の中止とバリケー

ド、看板を撤去するよう指導すべきと考えますが、いかがでしょうか。  

 （６）点目、事業者が高圧送電線を開発地から梨本の関西電力変電所までの

町道に埋設することについて。  

 町は２０１９年３月、占用許可を与えていますが、この町道埋設に櫟原以外

の自治会は同意していないと聞いています。６月議会では、同意を得られてな

い理由を書面で提出するよう指示しているところであり、道路占用許可は現在

保留中との答弁でした。現時点で占用許可をしていないということでしょうか。 

 最後に７点目、林地開発許可申請書の偽装や許可条件を無視した工事など、

協栄ソーラーステーション合同会社は、住宅地上流４８ヘクタールの山林を開

発する事業者として不適格であることは明白です。町長として、県知事に林地

開発許可の取消し、または県森林審議会において再審査するよう要請すべきで

す。町長の見解を伺います。  

 大きい２点目は、町広報紙の配布方法について。  

 この問題についても、６月議会で取上げました。町広報紙の配布方法、特に

自治会未加入世帯への配布について、前回の町の答弁を踏まえて再度質問しま

す。  

 自治会未加入者から広報紙の相談があれば、役場や公共施設・金融機関・駅

に直接取りに行く、事前に申請して郵送料を払って郵送、ホームページからの

閲覧、この三つの方法を案内しているとのことでした。  

 そこで１点目、町の広報紙というのは、町行政全般について、そこに暮らす

住民として知っておくべき情報を発信する媒体です。住民はその情報を等しく

受ける権利があります。この点について、町当局の見解を伺います。  

 ２点目、自治会に加入してないことで、この行政からの情報を得られない、

得られにくいことは公平な行政運営として問題があると思いますが、どうでし

ょうか。  

 ３点目、広報紙の配布と自治会活動は別のものと考えますが、町当局の見解

を尋ねます。  
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 ４点目、前回の答弁では、現時点では従来の方法で配布していきたいとのこ

とでした。近隣の西和各町の広報紙配布の状況は、本町と同様に職員が自治会

へ届け、自治会が各戸へ配布する方法は安堵町だけです。シルバー人材センタ

ーを利用している４町のうち、王寺町と河合町はシルバーが自治会へ届け、自

治会が各戸に配布、斑鳩町と上牧町はシルバー人材センターが直接各戸に配布

しています。三郷町は配送業者に委託して、自治会や自治会未加入のマンショ

ン、集団に届けるという方法です。自治会への加入・未加入に関係なく、全住

民へ配布しているのは斑鳩町と上牧町です。前回の答弁では、将来的にどのよ

うな配布方法が適しているのかを以前から検討しているが、答えに至っていな

いとのことでした。基本は全住民に広報紙を届けることです。早急に答えを出

すべきと考えますが、いかがでしょうか。  

 以上、大きく２点について明快な答弁をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、林地開発許可申請書の偽装云々という御質問で多岐にわたってお

りますが、一つ一つお答え申し上げたいと思います。  

 まず、事業者が林地開発許可変更申請書を県に提出したと同時に工事を始め

たことについてということで、町は変更申請について事業者と事前協議したの

かという御質問ですが、提出された変更申請に対し、奈良県から３月１６日付

で意見照会があり、町からは４月１３日付で意見書を奈良県に提出しておりま

す。この林地開発については、既に元年１１月１日付で許可されているもので

あり、事前協議ということにつきましては行っておりません。都市計画法によ

る開発では事前協議の手続が必要ですが、林地開発については事前協議の規定

はないということでございます。  

 次に、変更の許可を受けずに工事を着手したことに問題はないかという御質

問ですが、変更申請の内容に基づく造成工事、土の切り盛りがされていたら問

題があったと考えますが、樹木の伐採については、当初の開発許可の範囲内で

あるものとして、許可権者である奈良県も特に問題にしていないと理解してお

ります。  

 次に、椿台側放流水路は水利組合の同意を得ているのか、下流住民への説明

はどうなっているのかということなんですが、櫟原自治会からの放流水路に関

する同意書は、当初開発申請書に添付されておりましたが、現在は奈良県が当

初の開発許可申請の再提出を待っているところであり、さらに変更申請も再提

出されるとのことですので、その際に改めて水利関係の同意書も添付されると
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考えております。椿台自治会への説明会が３月に行われたとのことですが、そ

の際には、椿台側水路への放流を伴う変更内容の説明がなかったと聞いており

ます。椿台自治会や下流域住民への説明会が必要と考えるが、いかがかという

御質問ですが、当然、町としても説明会が必要と考えておりますので、奈良県

にもそのように意見書を提出しており、事業者へも要請しているところです。  

 次に、準備行為も含めて、工事着工は周辺住民等に周知されたのかというこ

とですが、樹木の伐採工事の際は、櫟原自治会への周知はされたと聞いており

ます。造成工事に着工されるまでに、奈良県より工事停止命令が出されており

ますので、その後の周知はされていないと考えております。  

 ６月中旬以降、工事はストップしているが、２月中旬から４か月間の大規模

伐採についてということで、沈砂池・調整池の防災施設を先行して設置するこ

とは守られていたかという御質問ですが、現在、樹木の伐採だけが完了してお

り、２か所の沈砂池だけが施工済みという防災工事が完了していない現状で工

事が停止しているという中途半端な状況にあることは事実だと考えておりま

す。  

 事業者の防災計画書のとおり、地崩れ、土砂流出に配慮されていたのかとい

うことですが、現状では防災対策は不十分であり、危険な状態であると考えま

すが、先週より防災工事に着手され、今週以降は工事が進む予定です。ただし、

雨の影響もあり、若干遅れが生じると存じます。  

 次に、防災計画では沈砂池は８か所、現状は２か所で土砂が満杯で放置され

ていたのを知っていたのかということですが、現地の状況は毎週のパトロール

で把握しております。沈砂池のしゅんせつについては、造成工事停止中であっ

ても、その都度行えるように県にも要請しておりました。これまでに２回程度

はしゅんせつが実施されております。  

 次に、濁水の監視は事業者がしているのかということですが、濁水の監視に

ついては、現場事務所を開設した２月以降、６か所で週１回と雨天時に実施し

ていると報告を受けております。  

 林地開発許可申請の虚偽についてということで、県の基準をクリアする下流

域水路の改善は可能か、また水路の改善ができない場合、調整池の規模はどう

なるのかということですが、そもそも下流域の水路の流下能力に影響しないよ

うに、事業地内で調整池を設置し流量を調整するということが開発の原則であ

ります。変更申請においても、現行水路の勾配や粗度係数の取り方に誤りがあ

ったのであれば、調整池の計画容量にも影響するので、当然、調整池は大きく

なると考えますが、現在、事業者が申請書を作成中であるため、町では調整池

の規模などについてはまだ判明しておりません。  
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 裸地となった計画地の防災対策について、県への進言はどうしたかというこ

とですが、既に事業者と奈良県の間で応急防災対策について協議中でありまし

た。その上でということなんですが、平群町としても奥西氏からの提言文書を

７月２１日に奈良県森と人の共生推進課に送付しております。  

 隣接地の通行のためのバリケード・看板の撤去を事業者に指導すべきという

ことですが、里道については全て廃止し払下げているため、現状では里道は存

在せず通行できません。事業地の隣接地への通行を確保するために、事業完成

の際には代替道路を設置するよう契約しておりますが、事業地に隣接する土地

の所有者の囲繞地通行権を確保するためのものであって、開発造成工事が施工

されている最中においても、隣接地の所有者自らが土地や施設の管理のために

事業地内を通行できることに関しては、事業者と隣接地所有者の間で取り決め

られております。また、不特定多数の人が開発工事中に自由に立入りできるた

めの契約ではありませんし、危険でもあり、不必要と考えます。  

 次に、現時点で道路占用許可をしていないということかということですが、

櫟原の事業地から梨本の関西電力変電所までの町道占有については、令和２年

３月１７日に道路占用を許可して以来、許可を継続しております。櫟原地域の

一部を除いて、実際の送電線埋設工事は実施されておりません。なお、送電線

埋設工事の前段階としての試掘調査については、緑ケ丘、椣原、西向地域の町

道を車両通行禁止で実施したいということで、令和３年４月２０日付で道路法

第３２条の規定に基づく道路占用及び掘削許可申請が町に提出されておりまし

た。これについては、事業者に自治会同意書を添付するよう指導しておりまし

たが、奈良県より工事停止命令が出されたため手続を保留しておりました。ま

た、申請書における工事期間が令和３年８月３１日までとなっておりましたの

で、この申請書は効力を失っております。  

 最後に、林地開発許可の取消し、または県森林審議会への再審査を要請すべ

きという御指摘ですが、奈良県としては適正な申請があれば許可をするという

立場であるとお聞きしていますし、行政手続上、そういうものと考えておりま

す。知事も記者会見でそのようにおっしゃったと私も記憶しております。また、

事業者から再度申請が出された際には、改めて県森林審議会で審査されること

になるともお聞きしてるところです。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 許可権者が県ということでね、町としてはなかなかはっきりと答えにくいと
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ころもあると思いますが、順次、問題点、答弁に対して反論も含めて再質問し

たい。  

 まず、変更申請について、事前協議の規定がないということなんですけどね、

２月１６日に県に林地開発の許可の変更申請が出されたと。その後ですね、平

群町が知ったのはいつか、今の答弁にはなかったですけれども、していないと

いうことなんですが、ちょっとした変更じゃないですよね。今年４月の全員協

議会で、町から変更内容の説明を受けたわけですけれども、それまで全く放流

水路に指定されてなかった椿台の北側隣接の水路にですね、計画地の半分の水

をそちらへ流すという非常に大きい変更でした。同時に、調整池を３か所から

４か所に、ただ箇所数は増えるけれども、水をためる容量は減るというような、

非常に大きい変更です。その変更に対して、当然、平群町の下流域の住民に影

響があるわけですから、町としても事業者に対してきちっといろんなことをそ

こで、事前審査でなかっても、県に提出されてからでも質問もして、ここはど

うなんだというようなことをきちっとやるべきではなかったのかというふうに

思うんですよ。これはほかのことでも影響してきますけれども。ほんで、変更

許可も受けてないのに工事もこれは問題ない。要するに、切り盛りがなかった

って言うんですけど、道路を造るために切ったり削ったりしてるわけですよ。

ほんで、平群町は６月議会で大浦部長が本工事だと言ったわけや。２月２２日

からは、あの工事は本工事やって言ってるねん。本工事なら当然、防災施設が

要るのに、沈砂池も自ら計画した８か所じゃなくて２か所しか造ってない。前

回も言いましたけど、南北１．２キロにもわたる谷筋が何か所もあるのに２か

所しか造らず、満杯になってもほったらかしというようなね。それでいて、あ

そこまで伐採するというやり方は、もともとの計画とは違ったと思うんですよ。

その点については全然問題ない、切り盛りがなかったので問題ないと、範囲内

だって、そんなこと言えるんですか。今年３月の県議会の予算委員会で、今は

課長が代わってるみたいですけど、当時の課長はむちゃくちゃな答弁もしてま

すけど、要するに準備行為で、伐採だから別に防災施設は要らないんだって、

こう言ったんですよ。伐採でも規模によるでしょう。第一、事業者の計画とも

違うじゃないですか。県に事業者が出した計画で認めた工事のやり方と全然違

うのに、そこは問題ないと今言ったけど、問題はあり過ぎでしょう。  

 それともう一つ、ちょっと戻るけど、変更届の許可もされてないのに工事を

始めるっておかしいんじゃないですか。大幅な変更届をしてんのに、変更届し

ても伐採だから問題ないというふうに言うんだろうけど、本来、変更届が許可

されてから工事するべきもんでしょう。それを１６日に届けて、その日か、そ

の前の日から伐採工事を始めてる。こんなん普通おかしいんじゃないんですか、
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時系列で言えばね。変更届なんかも通らなかったら、元のままの工事をすると

いうことですか。それじゃ地元同意は取れないでしょう、櫟原の。櫟原はあの

変更届が本来の姿だということで同意してるわけでしょう、どう考えたって。

この間の説明でいえば、要するに何で椿台の水路へ持っていくんだと。町の説

明では、櫟原の人は新しく作った農地に水を回さなあかんからと。でも、これ

も専門家に聞いたら、調整池の水を農業水に使うというのは、また別問題だと

いう話やから、この理由だっておかしいんですよ。これは今議論してないけど

も。そういうおかしいところがいっぱいあるのに、切り盛りがなかったから範

囲内というような言い方はね、私はちょっと町として、行政としては、やっぱ

り問題があるんでないかというふうに思います。  

 それから、意見書に水利組合の同意は得てると言うたんか、得てないと言う

たんか、ちょっと分かんないけど、どっちにしたって、櫟原の水利組合だと思

うんで、両方とも地元は許可してるんだと思うけど、もう１回出すということ

になってんね。変更届があるんで、もう一度、新たに出し直すということにな

ってるということでしたけども、この辺については別にええんですけども、事

業者は県の指導とか町の指導に従ってるのかというのを非常に思うんですよ。

私が指摘した町の要綱に違反してて一番問題になるのは、２月に許可変更申請

を出しておきながらですね、３月の上旬に椿台の住民を対象に行った説明会で

一切変更しないって、前の元のままだということを言ったというね、事業者が。

申請を出して半月以上たってるのに、そういう説明をしたという。これもおか

しいでしょう。ほんで、そのときには伐採を始めてるわけや。だから、そこに

ついても、住民に対して、この事業者が最初に指摘したいいかげんな業者だと

いう、全然信頼に値しない業者だということが言えると思うんですけれども。  

 自治会に説明をまだしてないわけですよ。自治会というのか、住民に対して。

下流域の住民と言えば、あそこでいえば、椿台、緑ケ丘、西向、若葉台も入り

ますよね。なぜかというと、もともと出来上がったら水は大釜川には流さない

という計画になってますけど、今はもう完全に大釜川には流れてるわけですよ。

そういう点でいえば、今の状態のまま県が工事をストップした状態であるわけ

ですから、当然その下流域にどういうことになるのか説明をしないと駄目なん

です。今のままほっといたら、防災上、要するに災害が起きる危険性が高くな

ってるということは県も町も認めてるわけです。この間の住民団体とのやり取

りとかで見れば認めてるわけですから、それで今、応急の防災工事をやらせて

るわけでしょう、事業者にね。取りあえず虚偽の内容の訂正というか、修正し

て、本来県の基準に合った、法律の基準に合ったものに変えるのとは別に、応

急的に防災工事をする、それはそれでええと思うんです。ただ、その基準も本
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来、工事着工したときにしなければならない防災工事の５０年確率、もともと

工事が始まる前からずっと言ってた１日１９５ミリの雨が降って、大和川の氾

濫に県の基準があると。それに合わせた防災工事を本来せなあかんのに、５年

確率でしかしてないということが今問題になってたわけでしょう。それについ

ては、取りあえずそれもやってもらいながら、すぐにその後のきちっとした防

災工事をするということについては、質問には詳しく書いてなかったですけれ

ども、そこは緊急性が求められるんで、その点については今どうなってるのか。

それについては、ちゃんと５０年確率で緊急にやった後に、続けてそういう工

事をすることになってるのかどうか、その点は答えてください。  

 それから、防災施設の先行は守られたのかということに対しては、それも樹

木の伐採なので、どっちかいうと守られるみたいな言い方をしてますけど、こ

れについては県も違うって言ってるでしょう。要するに、もともと８か所の沈

砂池で、伐採工事をするにしたって、さっきも言いましたけど、谷筋が何か所

かあるわけだから、２か所では全然足らんわけですよ、どっちにしたって、あ

れだけ大がかりに伐採してしまえば。それに対して、８か所もともと造ると言

ってたのを２か所しか造ってないのに、これを守ってたって言えるんですか。

ちゃんと適切な工事をしてたと言えるんですか、これ。２月から６月の中頃ま

でやから４か月やってるわけですよ、工事。４か月の工事であそこまで伐採し

といて沈砂池が２か所だけやったって、これもおかしいわけでしょう。ここも

間違えてた。  

 それと水質の測定について、６回実施してるという、それ、資料が出てるん

ですか、ちゃんと。この間、聞いてる話だと全然そんなもんしてないっていう

話ですよ。まず伐採する前に、何か所かちょっと聞き漏らしたけど。やる場所

の箇所数を、まず工事をやる前に測定せなあかんわけでしょう。工事をやった

後、土とかが流れてきますから、その測定をせなあかんわけ。それがどうなっ

たかというのは全然表に出てこないじゃないですか。やってるなら、それの数

字を出してくださいよ。だから、契約どおりにしてなかったというしかないん

です。  

 それで、一番不審に思うのは、偽装で県が最初の申請でチェックできなかっ

たというのも本当にひどい話ですけれども、同時に毎週１回、２月の伐採から

県も町も１週間に１回パトロールしてたというんでしょう。パトロールしてて、

あれだけの伐採をしてるのに沈砂池が２か所しかないとか、こんなんで大丈夫

かって普通思うでしょう、あんなん週１回見に行ってたら。それ、全然チェッ

クできてないじゃないですか、実際。だから、緊急の応急処置をせなあかんよ

うになってるんでしょう、今。そのことについてはどう思ってるんですか、町
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としても。本来、県が一番チェックせなあかんのですけども、当然地元の行政

として町もチェックしてるわけやから、週１回行ってるんでしょう。一体何を

見てたんかということになるんですよ、住民から見れば。その点をもう１回答

えてください。  

 それから、道路占用許可について、この前の答弁で占用許可を保留してるっ

て言ったんや。議事録を見たら分かるわ、６月議会では。それは島野部長が言

ったのよ。だから、これを書いたんや。おかしいなと思ったんや。僕もそのと

きには聞き逃したけど、議事録にはそう残ってるんです。だから、もう１回聞

いてるんやん。この前の今月の議会２日目の総務建設委員会では、占用許可は

出たままって言うから、そうなんやろうと思ったけど、議事録のほうがだから

間違ってるわけやね、そこは確認してください。使用許可、要するに埋設許可

については許可申請が出たけど、地元同意をもらってきなさいと。それがない

場合は、もらえない理由を文書で出せと、こう言って、ほんでその後工事を県

がストップしたから、それについては保留してたけども、効力がなくなったと

いうことで、今はだからやるともやらんとも言ってるわけやね。ただ、占用許

可を与えたままっていうのは、そんでええんですか。地元で同意もないのに占

用許可だけ与えて、平群町は占用料だけもらってるわけでしょう。それでええ

んですか。この点も答弁してください。  

 それから、７点目については、県へのこういう業者に対して森林審議会での

再審査、これは今県のほうも新たな書類がきちっと出てくれば、それで森林審

議会にかけるという話になってるということなので、それはそれでええんです

けども、でも今の段階で、本当に４８ヘクタールもの大規模な開発をするに値

する業者なのかどうか。業者としての適格性はどうなのかというのも、やっぱ

り私は今すぐでも、もう１回、偽装もあったわけですから、答えはなかったん

ですけど、あの偽装を本来のものに修正するのに、どれだけの規模の調整池が

必要とか水路をどんだけ直さなあかんとか、一番問題になるのはお金のことに

なると思うんです。その辺についてもね、金のことは業者次第ということにな

りますけど、しかし本当にそんなことができるのかというのは早めにチェック

したほうが、事業者がどんどん出してくるかは分かりませんけども、出してく

るんじゃなくて、最初に出されて申請を許可した中身について、ここは今はこ

うなってるというのを行政としてもチェックする必要があるんではないか。こ

れはやっぱり住民の命と暮らし、財産を守るためには、行政は事業者から出て

きたものだけを審査するんじゃなくて、一旦許可したもののどこに問題がある

かというのは、水路の問題でいえば、あれを全部行政のほうがチェックして、

今のままならどうなるっていうのを、審議会のほうは専門家ばかりいるわけで
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すから、そこで明らかにする必要があると思うんですよ。その点についても答

弁してください。いろいろ言ったけど、大体大きく二つか三つぐらいなんで、

部長のほうは全部分かってると思うんで、答えていただけますか。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 かなりいっぱい言われましたんで漏れるかもわかりませんが、まず変更申請

を奈良県に２月１６日に出されて、町で事前協議なく、その間、伐採もされて

るということで、町が審査というのはなかなか難しいんですが、町のほうで事

前に把握できていないと。これはそのとおりでして、これだけ大規模な林地開

発でありますと、業者のほうから県に開発許可の申請が出されると、町のほう

はなかなか中身が分からないというようなこともありますので、こういったケ

ースについては、できれば県のほうから事業者に対してですね、町のほうにも

申請図書を提出するように今後はお願いしたいということで県のほうには言っ

てますが、いかんせんそういう事務の流れではございませんので、今、県には

そういうことでお願いしてるという段階です。どうなるかはよく分かりません

が、一応、町の要望としてはそういうことも言っております。  

 それと現状、元の防災計画の沈砂池がないのは問題じゃないのかということ

で、それは問題だと思います。かなり短期間で伐採が進みまして、議員言われ

るように、当初の防災計画でいうところの８か所の沈砂池というのは、同時に

施工すべきものであったのかなというふうに思います。ただ、伐採工事が一定

終わって、沈砂池については２か所ほど造られて、その後また防災沈砂池を造

る予定だったのかなとは思うんですが、全ての工事を停止するように命令が出

たということで、建設機械なんかも一切動かすなというような指示が県から出

たということで、タイミング的には沈砂池を造るのが遅かったのか、ぎりぎり

そういった工事停止命令の中で沈砂池が造られなかったのか。ここら辺はタイ

ミングとしてどうだったのかなという疑問はありますが、そういう状況です。  

 椿台側水路へ放流する申請をしたにもかかわらずですね、３月に行われた椿

台自治会の説明会で、そのことには一切触れられなかったと。こういうのは非

常に問題だなというふうに町のほうでも思っております。変更申請を出してる

わけですから、椿台側に自治会へ説明する際には、その内容についても詳しく

説明するべきだったというふうに思っております。  

 また、椿台を含めて下流域の住民への説明なんですが、これについては県か

らも町からも事業者には要請しているところです。一旦８月末ぐらいかな、関

連する自治会長に対して説明をするということで案内をしたようですが、二つ
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程度の自治会長だけの出席で、ほかには断られたというようなふうに聞いてお

ります。自治会長に説明した上で、自治会への説明をしてほしいという要望が

あれば、自治会への説明をするつもりだったというようなことをおっしゃって

ますが、むしろ自治会長云々ということじゃなしに、直接、自治会に説明会の

開催を依頼するというようなことでやっていくべきだなというふうに町のほう

は考えております。  

 今、応急防災工事ということで、沈砂池を当初の計画では８か所で、今出さ

れてる応急防災計画では１１か所の沈砂池を造るということで、それについて

は議員言われてるように、５年確率降雨で計算したものを造るということです。

沈砂池じゃなしに、５０年確率で降雨した場合の雨量を調整できる調整池を設

置するべきということでお考えのようでありますが、それについては事業者の

ほうでどうするか、あるいは県のほうでどう指導されるか、まだお聞きはして

おりません。  

 濁水の監視について資料は出ているのかということなんですが、御質問いた

だいて確認をしました。一応ですね、こういった内容で作っておりますという

ことで、事業者のほうからは６月分だけですが、資料はこういったのを作って

おりますよということで提出してもらっております。  

 道路占用に関しては、これまでも議事録をまだ確認してませんけど、一貫し

て事業地から関西電力の変電所までの占用許可は継続して出してますというこ

とは、もう何回も説明していると思います。その上で、実際の工事に係る掘削

関係の許可ですね、道路占用及び掘削許可っていうのを工事の区間ごとに提出

させて、それについてはその都度許可するということで、これは一貫してこう

お答えしてるはずです。全線の道路占用については継続して許可してるわけで

すが、掘削許可については試掘工事で出てましたが、これについては同意書が

ないということで同意書をつけるように、あるいは同意書がつけられないんで

あれば、その理由を提出しろということで指導していたんですが、県からの工

事停止命令が出されたので、その掘削関係の手続については保留していました

と、こうお答えしてるはずです。なお、この試掘工事に関する道路占用及び掘

削許可申請ということになるんですが、これの申請における工事期間が今年の

８月３１日までとなっておりましたので、この申請書は効力を失っているとい

うふうにお答えしたところです。  

 次に、大規模開発に値する業者なのかどうかというのは、これは県のほうで、

あるいは県の森林審議会のほうで審査される内容かなと思いますし、調整池の

規模について町のほうでもということなんですが、申し訳ないですが、町のほ

うでこれを検討できるというような技術はなかなかございませんので、また当
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初の開発許可申請だとか変更申請に関しましても、申請の内容に誤りがあると

いうことで、奈良県のほうも工事停止命令をしながら再度提出するようにとい

うことでおっしゃってるので、ここら辺については調整池、あるいは水路の問

題についても、県のほうで専門的に十分厳しく審査されるものと思っておりま

すので、それについては県なりにお任せしたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 一番問題になるのは、業者が放流水の流量計算のところで偽装と。これはも

う何回も言ってますけど、数字を直せば済む話ではなくて、要するに今のまま

だったら、下流域で洪水や水害が起きると、そのまま造られた場合ね。造られ

た場合でも、それで起きるということですよ。同時に今、停止命令のままの状

況の中でも、まだ土はそんなに大きく動かしてないので、それでも奥西先生が

調査したらですね、あちこちで亀裂が走り一部崩落も起きているというのもは

っきりしてるわけですよ。あのままほっといても、今も台風が九州のほうに接

近するということになってますけれども、ここのところの大型の台風でも直撃

されれば、災害が起きることは間違いないという状況なんですね。そういう状

況にもかかわらず、変更申請も説明しない。今、県から停止命令されたこと、

なぜそうなったかということも説明しない。同時に、防災工事をするけれども、

応急処置の中身についても、影響の出る下流域住民には一切説明しない。県や

町がそういう指導をしても従わない。申し訳程度に自治会長だけ集まってもら

ってやろうとする姑息な手段を取ると。何なんですか、住民と共存共栄するっ

ていうことを書いてたと思うんですよ、もともと。住民の利益にもなるんです

よと。何て言ったと思います、１回目の説明会で。何もしなくてほっといたら

災害が起きる可能性はあるけれども、メガソーラーを造ったら災害は起きなく

なるって説明したんですよ、事業者は。最初にそんな説明をしておいて、防災

工事も全然まともにやらない。ほんで、今どういうふうになってるか説明もし

ない。そんな事業者相手に、単に住民にちゃんと説明しなさいよって言ったぐ

らいで済むわけないでしょう。町というより県からしっかり、そんなもん事業

者として最低限の責任じゃないですか、影響のある地域の住民に説明するのは。

嫌がるっていうのは、よっぽど悪いことしてるんでしょう。要するにできない

んでしょう、うそばっかりやってるから。そんな事業者の開発を認めたほうも、

今になってやっと分かったことですけれども。そういう業者だということがま

ず１点。  
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 さっきちょっと聞くのを忘れましたけども、そこで今言ったように、県にも

っと町からも住民の命がかかってるんだから、もっとしっかりと指導してくだ

さいと、そういうことでしょう。まず最初に、一昨年の１１月１日に許可した

時点で何を審査したんだということになるんですよ。恥ずかしい話じゃないで

すか、奈良県ともあろう専門家がいっぱいいる中でそんなことをやられてるわ

けですよ。平群町みたいに専門家がいないところで見落としたんだったら、そ

れでもあかんねんけどね、本当は専門家にもちゃんと聞いて、審査会でも何を

審査したんだっていうことになるんですよ、その先生方は。それぐらい情けな

い話なんですよ。だから知事が怒ったわけでしょう、だまされてたって言った

わけでしょう。だまされるっておかしいでしょう、あんなはっきり分かるよう

な書類を出されて。意図的にだまされた可能性もあるんですよ、はっきり言い

ますけど。金もうけのためなら何でもやるような業者じゃないですか。  

 それと、さっき言い忘れましたけど、もう里道でないのは分かってます。町

が売り飛ばしたんですから、うちは反対しましたけどね。議会でも議決されま

したからね、お金ももらってるし。でも、通ることは妨げてはならないってい

うのが法的にちゃんとあるわけでしょう。ほんで、町の契約書でも、それは何

も隣地に住んでる人なんて書いてないでしょう。もともとあそこを利用してた

人は通行できるわけですよ。もちろん安全に配慮しないと駄目ですけれども。

それは町のほうの契約書もそうなってるし、それから弁護士さんの話でも、旧

慣っていうのがあるんでしょう、古い慣習という。旧慣で、だからそういう町

との契約書もそういうことになってるんでしょう。その契約書どおりなら、バ

リケードなんか張ったら駄目じゃないですか。その指導は町がしないと駄目で

しょう。それが何でできないのか、ちゃんときちっと答えてくださいよ。さっ

き近隣の、出来上がってから通行する道を一部町道にする、それは分かります

よ、そんなん出来上がってからの話じゃないですか。出来上がるまでの間はじ

ゃあどうするんだということなんですよ。あそこを通る人だっているわけです

よ、大阪側へ抜けるのに。車が通れる道はあるじゃないですか。あそこを工事

して、それを潰して新しい道を造るんだったら別だけど、まだそこまでいって

なくて残ってるんだから、今の段階なら当然旧慣ということも利用してですね、

それと町のほうが通行を妨げてはならないという契約をして売却してるわけで

すから、そこはもうちょっとちゃんと調べて法的にどうなのか。今ここで素人

同士が議論したって駄目だから、法的にどうなのかは町のほうもきちっと調べ

てもらって、あのバリケードはあんなことでいいのかどうか、それはちゃんと

チェックしてくださいね。これは今答弁してもらってもあれですから、調査す

るかどうかだけ答弁してください。  
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 ほんで、もう細かいことはやめますが、町長がこの前出されたビラに、メガ

ソーラーの建設工事が中断していますっていう内容を書かれてます。その中で、

奈良県に厳正な審査を要望している。これはさっき部長も答弁したとおり、厳

正な調査っていうんだったら、さっき私が言いました新しい変更申請書の変え

たやつとか、最初の申請書の流量計算のところの変更とか、そんなんが出てく

る前に本来どうあるべきかということも、県の専門家集団できちっと数値を出

してほしいと。今のまま工事する場合の水路は２系統ですけど、櫟原川と椿台

北側の水路をどうすれば基準どおりになるのか。それができないのなら、どれ

だけの調整池の容量が必要なのか、最初の質問で言いました。それについては

県でも計算できるはずなんです。業者が出してる設計から見てどうなるのかっ

ていうのは出るはずですから、それは県に出してもらってくださいよ。住民の

安心安全のためには、それは必要だと思いますよ。だから、単に厳正な審査を

要望してるって、そんなぬるいことでは駄目だと思うんで、さっきも何回も言

いますけど、住民の命に関わる問題ですから、命がなくなってからでは元に戻

りませんからね。いや、本当ですよ。そんなに甘くないです。そんなことが起

こらないなんてないですよ。熱海の例を見ても分かるように、あんなことが起

こるなんて誰も思ってないんですから。あんなことが起こるんですからね。  

 それからですね、協定書についても書いてるんやけど、ほとんど無力じゃな

いですか。あれだけ勝手なことをされて。水質をほんまに調査してるんやね。

もらったと言うたやつ、以前でやったのと全部やったのと、全部数字が出るん

ですね。それは資料で出してくださいね。いつやったかというのが全部分かる

ように。一部では、なんかそういうのを全然やってないみたいな話を聞いてま

すから、作ってるならそれでええんですけど、それはちゃんと出してください。 

 ですから、今言ったように、町のほうで何ぼやってもあかんということはな

いけど、町としては、町長に言いたいのは、住民の命に関わることなんで、今

言ったことは県にきちんとやらせてください。そうでないと安心できないじゃ

ないですか。ほんで、説明会をしないなんて絶対許されない。そこで何ぼ住民

から、言葉は悪いですけど、袋だたきになろうが、事業者は自分たちがその事

業を継続して２０年以上やるんだったら、住民との信頼関係が大事だっていう

なら、当然そんなん今までのいいかげんなやり方は全部改める必要がある。そ

うでないと余計信用できないでしょう。町としても信頼できないでしょう。そ

こはやっぱりきちっと事業者を説得してくださいよ。嫌がろうが何しようが、

当然じゃないですか。説明会も開かんと何やねんという話ですよ。ほんで、最

初の頃なんて、すごいええこと言うてるんですよ。住民の同意なしにはやりま

せんって言ってたんやから。文書にも書いてあるんや、最初のほうの文書で。
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今となっては何なんですか、全く住民の要望には応えないというこの態度、そ

の辺も含めて、もう一度、町長も含めて答弁していただけますか。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 まず、事業地内の通行に関してですが、これは先ほど答弁したとおりです。

開発に係る開発地内の町道なり、里道なり、これは開発によれば付け替え道路

をするだとか、あるいは通常通行している方がおられるというようなことであ

れば、工事中であっても何かの代替道路を設置するなり、基本的に迂回するこ

とができれば必要ないと思いますが、迂回することができないというような場

合でしたら、通常通行される人の通行権を確保するというのはあり得ると思い

ますが、今回メガソーラーに関しては、事業地内の櫟原地域の自治会の同意を

得ております。それ以外、不特定多数が通るんだと言われてもですね、不特定

多数の人に同意を得るということはできませんし、事務手続上、櫟原の同意を

得て里道の廃止をしていると。それについては、議会の議決を得ているという

ことで、町道廃止に関しては議会の議決を得てるということです。開発地の工

事中に不特定多数の人が通る必要があれば考えるんですが、基本的に安全を確

保できないということで、特に通る必要もないのかなと。囲繞地通行権を確保

するという意味合いでの契約であるということで、お答えしたとおりです。  

 あと、事業者からの説明会ですね。これについては、町のほうでも引き続き

事業者のほうに要請していきたいというふうに思います。  

 あと、県の手続上ですが、申請がされてから審査するのか、申請される前に

県で独自に調整池の規模なんかを考えるのかということですが、それについて

は、県にお聞きしますけども、今、私が聞いてる範囲では審査も含めてですね、

県の職員だけじゃなくて、専門的なコンサルタントなんかにも依頼して審査な

りをしていくというふうに聞いてます。事前に県で調整池規模なんかをどの程

度の計画が必要なのかということで考えるということについては、県にはどう

されるのかは聞きますけども、それについて町からこうするべきだというよう

な話はちょっとどうかなと思います。  

 もし答弁が漏れてましたら、また言っていただきたいと思います。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 里道のほうはちょっと調べてくださいよ、ちゃんと法的に。何も櫟原の人だ

けがということではなくて、これまであそこを利用してた人はいっぱいいるわ
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けですよ、不特定多数で。だから、バリケードを張らなくても、工事をやって

るときはちゃんと人を立てればええじゃないですか。ほんで、もともと法的に

どうなのかっていうのはちゃんと調べてくださいね。今日はそれ以上答弁しな

いでしょうから、その点はそれでええですけど。それはだって弁護士さんに聞

いたって、要するにあそこを通行する権利はあると、一般の人も含めて。だか

ら、その辺はどうなのか、ちょっと町のほうでもですね。じゃあ、何でわざわ

ざ契約書に通行を妨げてはならないということをしてるわけ、そうでしょう。

そこから見たって、それは初めから書いてあるから町もあんまり何も考えんと、

契約はいつもそういうもんだからということでやってるということは、旧慣と

して当然そういうことがこれまでもやられてるわけと思うんですよ。今回の場

合は、何で事業者が入られるのを嫌がるのか、要するにちゃんとした工事をし

てるのかどうかをチェックされるのが嫌なんだというふうに、逆に言えば思わ

れるわけやから、堂々と工事をやってるとこを見せるというのが必要だという

ふうに思うんですよ。わざわざ強固なバリケードを張るっていうのは、隠した

いという意図が見え見えじゃないですか。そこからして大体おかしいでしょう

ということになります。そのことはもう１回ちゃんと調べてください。お願い

しておきます。  

 それから、県のほうに事前にっていうのは、私は何回も言いますけど、要す

るに住民の命に関わる問題を、それも平群町の住民の命に関わる問題について、

平群町の町長が熱く知事に訴えるのは当然でしょうって言ってる。あんな偽装

をして、県に抗議すべきですよ。あんないいかげんな書類を通して山を丸裸に

してしまった。そんなことされた、その許可をした県に町長はまず抗議すべき

ですよ、はっきり言いますけど。その後、工事を止めたのはええけど、今度は

防災工事するとなったら５年確率って、そんなすぐにでも壊れそうな沈砂池を

造ってそれで済まそうとする業者、応急処置を出してるわけでしょう。ほんで、

住民のほうにはそれに対して、もちろんその沈砂池を造る工事をやってもらわ

なあかんけども、当然もともとのきちっとした防災施設を、今のままで当分ほ

っとかれても下流域に災害が出ないようにしてほしい。応急処置ではそれがで

きてないと。取りあえず少しの雨とか、めちゃくちゃ大雨でない限り、ある程

度はちょっともつんだったらそれもやってもらわなあかんけども、その後のこ

ともきちっとやってねっていうのはずっと要望してるわけですよ。それは町も

認めてるわけでしょう、そうあるべきやっていうのはね。認めてるわけだから、

そのことも含めて、町長が知事に直談判するぐらいの勢いで言ってもらわない

と、住民の命は守れませんよって。だから、町長どうなんですか。部長の答弁

で、平群町としてできる限界があるのは分かりますから、それはもう県に言う
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しかないんで、その点について言ってるわけですよ。ただ単に、文書１本を担

当課に送ったからそれで済むという問題じゃないでしょうと。それこそ奈良モ

デルで、知事と市町村長がしょっちゅう集まってるわけですから、何のために

そんなことやってるんですか。県の言いなりになるためやってるんじゃないで

しょう。市町村の要望もそこで上げるべきでしょう、ちゃんと。町長、その点

はどうなんですか。そこははっきり答えてくださいよ。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 当然、県とは連絡を密にして、情報共有も含めて一緒にパトロールなんかも

しておりますから、状況を見ながら必要な防災対策については、町からも要請

していきたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 町長、答えてくださいよ。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、山口議員の質問にお答えさせていただきます。  

 許可申請の件なんですけども、森林審議会の再審査を求めるっていうことに

ついては、奈良県議会のほうで一般質問もされております。その中で、水循環・

森林・景観環境部長が調整池の設計内容について再確認をするよう事業者に指

導していると。その結果、防災調整池の規模、形状等が変更となる場合は、改

めて森林審議会に諮問し、審議をしていただく必要があるというふうな形で答

弁をされております。このことから、奈良県において厳正なる審査をしていた

だけるものというふうに思っております。  

 また今回、住民の方より、町長の私に対しまして、６，５３６筆の署名も頂

いております。このことは重く受け止めておりますし、また熱海市における土

石流の発生により多くの人命や財産が失われました。住民の生命、財産を守る

のは行政としては当然のことであります。事業者に対しましても、協定書を遵

守するように強く申入れを行っていきたいというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  
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 山口議員。  

○７  番  

 県のほうがやるって言ってるというようなことですけど、全然事業者は守っ

てないわけですからね。県が指導したって全然守らない部分もあるわけでしょ

う。さっきも言う住民への説明会が、その最たるものじゃないですか。だから、

それについてはもっと強くね、だからこそ県のほうで許認可権を持ってるわけ

ですから、だって変更申請は県が何を出してきたってそんなんは受け付けられ

ないよということを言えば、ちゃんと住民に説明もしないでそんなんは受け付

けられないよと言えば済む話じゃないですか。それぐらいはやっぱり県にちゃ

んと言ってくださいよ。今週から県議会も始まりますから、そこでも代表質問

でうちも取り上げる予定になってるみたいですから、一義的には県の責任です

からね、そこに強く言うのは当然ですけれども。何回も言いますけれども、被

害を受けるのは平群町の住民なので、平群町と平群町行政、特に町長として住

民の生命を守るというのは最優先ですから、県に対してもっと強く言っていた

だくということをお願いして、もうこの質問は次にせんでもええように本当は

したいんですけどなかなか。言っておきますけど、去年６月からやって、どん

どん中身が変わってますからね。初めはそんな絶対すぐやめろとかいう話じゃ

なかったのが、ここまで来たっていうのは本当にいいかげんな業者っていうこ

とだけは肝に銘じて、だからそんな事業者を相手にするというので、平群町も

あんまり善人ばかりになってたんでは駄目なんじゃないかという、嫌ごとも一

言言ってですね、引き続き住民運動も県に対してとか、また裁判もやってます

し、その辺でしっかり動きがあると思うんですが、町としても住民の命を守る

最優先で取り組んでいただくことをお願いして、この質問はこれで終わらせて

いただきます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、山口議員の大きな２点目ですけども、町広報紙の配布方法につい

てということで答弁させていただきます。  

 質問の中で細かく４点いただいておりますので、まず１点目、町広報紙、住

民は情報を等しく受ける権利があると、この点についてどうだという御質問で

ございます。広報紙の情報伝達の公平性は各自治体においても課題になってい

るというふうに認識しております。自治会に加入・非加入に関係なく、情報伝

達は町行政にとって、とても必要であるということは認識しておるところでご

ざいます。  
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 続きまして、２点目ですけども、公平な行政運営として問題があると思うが

どうでしょうかという御質問でございます。  

 議員がお述べになられた状況に関しまして、決してよいというふうには考え

ておりません。対策としましては、自治会に加入されていない方にも同じよう

に情報が伝達できるように、ホームページ、ライン、公共施設の配置や郵送、

防災行政無線、また掲示板など様々な手段を現在行っているところでございま

す。  

 ３点目の広報紙の配布と自治会活動は別のものと考えるが、町当局の見解は

ということでございます。自治会に加入されていない方もおられまして、自治

会運営が難しい中で自治連合会でお話を伺いますと、自治会加入の促進を図る

上で加入のメリットの一つとして広報紙の配布があるとお伺いしているところ

でございます。また、地域でのコミュニティーが薄れている中、広報配布を通

じてコミュニケーションの機会の創出を図られてるということを考えると、現

在のところ、広報紙の配布と自治会活動は関連するものというふうに考えてお

ります。  

 ４点目でございますが、基本的に全住民に広報を届けるということで早急に

答えを出すべきというふうな御質問でございます。これにつきまして、仮に全

戸配布の委託を検討した場合です。平群町シルバー人材センターは、現在、登

録会員数も少なく、広報配布期間を２日から３日というふうに限定されること

で、その時期に人員を確保することが困難なことや会員の高齢化が進み、特に

丘陵地や山間部の家庭まで配布することが体力的に困難なことから、現時点で

は受託することができないというふうに回答を得ておるところでございます。

また、日本郵便による全戸配布については、概算ではございますが、全戸配布

することについて年間約１，３００万円ほど費用が必要になるということで、

財政面からも現段階では厳しいというふうに考えております。広報紙の配布に

つきましては、御意見はいろいろあるものの自治会活動を応援する立場である

町といたしまして、自治会加入促進の面からも、広報配布は一つのメリットで

あると伺っていることもありますが、広報の配布方法については、各大字・自

治会でも少子・高齢化や核家族化が進み、年々広報の配布が負担になってきて

いるということも認識しておりますので、その負担軽減策も検討しながら、か

つ配布していただける各大字・自治会や町広報紙だけでなく、主に配布してい

ただいてます議会だよりや県政だより、社協だよりなど、協議連携が必要であ

るというふうに考えております。将来的な方向性も見極める上で、引き続き研

究及び各市町村の情報収集も行い、よりよい配布方法を検討していかなければ

ならないというふうに考えてるところでございます。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 まあ全然進んでないのよね。言ってるのは分かるのよ、自治会の加入促進を

図る。でも、広報だけで加入促進にならんし、それやったら町が自治会をやめ

た人を説得しに行ってるんですか。自治会はこういうことをやってるんで、ぜ

ひ自治会にも入ってくださいと。町は自治会に入ってない人たちにそういうこ

とをやってるんですか。団体で抜けたところもあるって、前回も言いましたけ

ど、そういうところにはちゃんと町から話が行ってるんですか。抜けた理由を

聞きに行って、何で抜けるんですかってちゃんと聞きに行ってるんですか。何

もしてないでしょう、ほったらかしじゃないですか。ほんで、広報の部数を減

らしたら、５０部減らしたのかな、毎月。全部のところに、８，０００作って

たら十分間に合うんでしょうけど、１軒に２世帯っていうのも何ぼもあるから、

そのことはあれですけど。そんなこと全然やらんと、要するに自治会活動とは

別もんなんですよ、はっきりしてんのは。  

 そしたら、三郷のやり方をちょっとは考えたらどうですか。あそこも全部に

は配ってないんです。１人だけやめるとか、例えば福貴団地でいうと、福貴団

地で１００軒あったら、今は百二、三軒になってますけど、１人だけ入ってな

かったら、その人だけ配るっていうのはしてないけども、一定の数を集めれば

全部配ってるわけです。それは何でかというたら、平群町は少ないですけど、

三郷町は学生がいっとき多かったですから。要するにワンルームマンションが

あって、そこに例えば１０人以上住んでればですね、１０世帯以上あれば、そ

こへは配るんですよ。１軒ずつじゃないですよ。誰かの家に、そこの中で配っ

てもらうように、三郷町でやってるわけですよ。平群町はやってますか。例え

ばですよ、椿井で二つの班が自治会から抜けたわけですよ。１０軒あるかない

かのところもあれば、全員が抜けたわけじゃなくて、そこの９軒が抜けてると

かね、十何軒が抜けてるとかね、そんなんだってほったらかしでしょう。  

 もっと古い話になりますけど、フローラル、あそこは西向の自治会に、はっ

きり言って自治会に入れなかったから、自分たちで自治会を、その軒数は二十

何軒ですよね、３０軒あるかないかやと思うんですけど。それ、自治会はつく

らんと駄目なんですか。その分かれたところは９軒でも自治会をつくればええ

んですか。でも、自治会をつくると自治会のいろんな役をするのが嫌やからや

めてはんのに、そんなことはないわけやから。ただ、まとまったところは最低

限配るとかね、そういう一歩前進をするとか。三郷のことはよう聞いてはると
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思うんで、詳しく説明しませんけども、大した金額もかかってないんですよ。

そういうことも含めて、やるべきではないんですか。  

 そら、自治会活動の細かいことをいえば、広報だけじゃなくて街灯のお金に

したって、自治会費からある程度は出したりしてるわけですから。ごみの収集

の籠だって、半額補助でしたかね、町のほうが。半分は自治会が出してるわけ

ですから、それはもちろん分かるんですよ、言ってる意味は。でも、できるだ

け広報については、全ての人に行き渡るようにするっていうんだったら、そう

いう努力をしてくださいよ。全く町として何も努力せんとですね、抜けたら抜

けっぱなしでほったらかし。そこが問題だと言ってるんですよ。町は人が足ら

んからできないんですか。三郷町のやり方はできるんですかできないんですか、

それを答えてください。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 各近隣の市町村の配布方法ですね、これをちょっと我々も、議員もおっしゃ

ったとおりですけども、調べております。直接、各戸へ行っているのは斑鳩町

と上牧町ということで、ほかは皆、業者のほうから自治会なり、そういうとこ

へ行ってるというのがあると思うんですけど、今おっしゃった三郷町ですね、

これ、印刷業者から役場から配送業者から自治会なり、ハイツなりへ行ってる

ということでございます。本町においても、ハイツのほうでまとめて配るって

いうとこもあるにはあるんですけども、もちろん私も答弁してる中で何もして

ないということはございません。研究もしていきますし、三郷町のお話も再度

メリット・デメリットを確認していきたいと思います。  

○議  長  

 山口議員。  

○７  番  

 今言ったようなことは、まとまって抜けた、西宮でも今度はなんか抜けたと

こがあったらしいですけど。だから、まとまって抜けたとこは、取りあえずそ

ういう措置をするように、そこの抜けた人たちと話合いをすべきでしょう。そ

んな自治会が抜けてるのに自治会とは話合いができないわけだから、積極的に

町のほうから話を持っていかないと前へ進まないじゃないですか。三郷のやり

方なんて、何も調べんでもおたくらが前回、私のあのときは答弁してなかった

けど、全部知ってるわけでしょう、やり方は。ほんで、金額が幾らかかってる

かも全部分かってるわけでしょう。別に何も今、役場の職員が下ろしてるなら

それはそれでええですけど、そこの部分については役場の職員があと何か所増
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えるのかしらんけど、三郷町の場合は自治会の倍ぐらいの数を下ろしてるわけ

やから、その分の仕事は増えますけど、それだってしようと思ったらすぐでき

る話じゃないですか。そんな研究も検討も要らない。取りあえず１人でも多く

の人に見てもらえるようにするっていうのが大事なんで、そこはすぐ手を打っ

てください、その程度は。１軒ずつ全部配れっていうのは、斑鳩や上牧のやり

方をやれば金もかかるし、平群町の場合はシルバー人材センターにそれだけの

余力がないということですから、それはそれでええですけど。でも、三郷のや

り方だったらすぐできるわけですから、せめて先にそれをするとかいうことは

私はやるべきだというふうに思いますんで、もういいですけども。そのことを

お願いして、この件についてはもう次に質問せんでも前へ行くようにですね、

質問をしなくてもこういうふうにしましたという報告をしていただけることを

お願いして、私の一般質問をこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、山口議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後１時半まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ０時０６分）  

 

再    開  （午後  １時３０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号４番、議席番号５番、稲月議員の質問を許可いたします。稲月議員。 

○５  番  

 稲月敏子です。先般、通告をさせていただいております大きく３項目にわた

っての質問をさせていただきます。御答弁のほどよろしくお願いいたします。  

 町内の産業用太陽光発電所について。  

 国が再生可能エネルギーの導入を促進させるためにつくったのが、電気事業

者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法、ＦＩＴ法であり

ました。この法律に基づいて太陽光発電所の建設が進みました。しかし、この

法律は、本事業を促進させるためにつくられ、設置場所や工法、住民環境との

調和、自然環境の保全、災害との関係、適正な施工業者の資格などの規定など

はなく、全国で施設周辺住民とのトラブルや台風、豪雨による施設設置土壌の
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崩壊、また設備の破壊等が多数発生をいたしました。そして、大変大きな問題

になっております。本町におきましても、法律制定後から休耕田に小規模な産

業用発電所設置が始まりました。その後、２０１６年には福貴（ローズタウン

若葉台北西部）に第１号の、いわゆるメガソーラーと言われる大型のソーラー

発電所の建設が始まり、住宅との密接地であることや土砂崩壊の心配などから、

住民とのトラブルが生じたことをきっかけに、太陽光発電所の設置に関するル

ールを策定することを強く求められましたが、条例の制定は避けて、町は指導

要綱を策定をいたしました。しかし、現行ではこの指導要綱に基づき建設をさ

れている発電所にあっても、様々なトラブルが発生をしております。  

 そこでお尋ねをさせていただきます。  

 １、メガソーラーと言われる大規模発電所以外、約２０キロワット以上のと

ころで、現在、町内に存在をする発電済み及び建設中の太陽光発電所の数、そ

して行政として把握をしておられる中で、安全面や環境面など問題となる事業

所の存在についてをお伺いします。  

 ２の一つ目、谷の急傾斜地に立地をする施設、具体的なところで信貴畑にあ

ります発電所、この安全性。  

 二つ目は、町道、のり面、急傾斜地に立地をする施設、これは福貴畑の小字、

片福貴ののり面にございます、この発電施設、安全面や土砂の流出についてお

尋ねします。  

 それと三つ目、のり面の崩壊を起こし、菊畑に土砂が流出をした施設、北久

安寺にある施設です。これについての行政としての見解、そして行われてきた

対応について、今後行われようとしている対応についてもお願いをします。  

 三つ目、既に工事が完了、売電開始をした施設について、事後の安全対策に

ついて十分取られているのか、把握はできているのかをお尋ねします。  

 主に一つ目で、安全柵の設置状況の確認はどのようになっているのか。  

 二つ目、除草剤やパネル洗浄剤について、使用薬剤の種類や廃液の排出状況

などについてお尋ねをします。  

 ４）番、気候危機を打開していくために、再エネの推進は大変重要と思って

います。地方自治体としても、脱炭素社会を構築していくために、住民ととも

に知恵を出し、方向を早く見定め、方策を具体化する必要があると考えます。

最も安価で設置可能な太陽光発電事業は、今後さらに増えていくと考えられま

す。本町においても同様に増加が予想をされます。  

 そこでお伺いします。  

 １、現行のように自然を著しく破壊し、脱炭素社会の構築とは逆行するよう

な開発は認めない。また、災害を増幅をする林地開発を伴う事業はさせない。  
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 二つ目、現要綱では届出が不必要な５００平米以下の施設であっても、適正

な場所や工法、安全対策などが施されるように行政としてしっかり把握し、適

切な指導ができる新たなルールをつくる必要があります。自治体としての考え

方を明確にし、適切な条例を策定していくことが必要と考えますが、御見解を

伺います。  

 大きく２点目、道路の破損や危険箇所通報装置導入について。  

 町内道路の傷みが著しいことは、これまでにも私も含め、多くの議員の皆さ

んから指摘があるところでございます。多くの町民は、道路の不具合により不

便な思いをし、また危険を実感し早期の改善を望んでおります。また、破損や

故障が原因で事故が起こり、訴訟や町に対しての損害賠償なども毎年発生をし

ているところでございます。町行政は、職員の定期パトロールによって破損な

どの調査をし、解決をしているとおっしゃってきました。しかし、平群町は人

口に比較をして面積が広く山間地も多く存在をし、隅々までの状況把握は大変

難しく、傷みが放置をされているのが現状ではないでしょうか。そこで住民の

皆さんの声、通報、これをいち早く行政に届け、改善できる方法として、危険

箇所や破損場所などの通報アプリ、スマートフォンの利用、これを導入しては

どうかと令和元年６月議会において、私が一般質問をさせていただきました。

そのときの答弁は、今は実施する考えはない。今後の検討課題とするというお

答えでございました。その後、検討をされたのでしょうか、お尋ねします。  

 住民の情報を得て、住みやすい安全な町をつくっていく。また、住民にとっ

ても通報した結果が改善されると、よりよいまちづくりに自分も寄与できたと

いう喜びが得られるのではないでしょうか。これは住民と行政が力を合わせて、

よりよいまちづくりをしていくための第一歩ではないでしょうか。私は第一歩

だというふうに思っております。現状を考えて、通報装置の導入をすべきと考

え、提案をさせていただきます。  

 大きく３点目、町内近鉄線の駅員巡回配置について。  

 近鉄生駒線の信貴山下、平群、東山の３駅を近々に無人化するということが、

県議会の地域公共交通対策等特別委員会で明らかになって、私どもが知ること

になりました。また、この議会の初日にも町当局からの報告がございました。

理由は、コロナ禍の中で乗降客が減少しているということらしいですが、問題

は大変大きいと考えております。平群駅は平群町内の顔というべきところでも

あり、路線バスやコミバスなどの中心駅でもあり、公共施設もあるということ

から、多くの住民や町外の方も多数利用する駅でございます。また、電車の行

き違いをする、こういう駅でもあり、電車の脱線などの危険性も考えられます。

また、利用者にとっても、線路を渡って王寺方面の電車に乗るという駅でもあ
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り、危険を伴うことも予想ができます。障がいを持った方々の乗降も多数あり

ます。乗客の安全を確保する点から、また利用者の利便性からも大変大きな問

題です。平群駅、東山駅では、今年の４月から自動発券機が２台あったのを１

台に減らしております。それ以外の駅はもちろん前から１台になっているとい

うような状況です。大変大きな問題であります。駅員不在になると、乗車券購

入にも支障が生じてまいります。故障のときが困るというのが目に見えており

ます。私も元山上口で何年か前に経験がありまして大変困りました。また、東

山駅は近大病院への通院者も大変多く、配慮すべき人々の乗降が多く、またエ

レベーターやエスカレーターなど機械類も設置をされている。故障なども考え

られ、駅員巡回配置になるという情報には大変驚いております。平群町におい

ては、このような状況をどのように把握をされ、対応をどうするか、お考えを

伺います。  

 この３点、よろしくお願いをいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、稲月議員の御質問にお答えをさせていただきます。  

 議員御質問いただきました大きな１点目の御質問でございます。町内の産業

用太陽光発電所についてお答えを申し上げます。  

 １点目の町内に存在する発電所の把握についてでございます。  

 現在、平群町太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づきまして、設置申

請されている事業所につきましては１８か所ございます。そのうち稼働してい

る箇所数といたしましては、１６か所の稼働となってございます。指導要綱で

は、土地の形状変更や目的の変更については、関係法令を遵守することになっ

ておりますので、必要な場合は開発許可や宅地造成規制法等の手続がされた上

での太陽光発電事業を行っているところでございます。現状といたしまして、

各発電所を確認しましたところ、安全面で問題となるところは特にございませ

んでした。  

 ２点目の急傾斜地ののり面に設置された施設に対する見解と対応についてで

ございます。  

 御質問の中の一つ目の信貴畑地区の施設につきましては、技術基準に基づい

て造成をされましたのり面に設置をされており、現時点での危険性は低いと考

えております。  

 ２点目の福貴畑地区の施設についてでございます。この施設につきましては、

一部地形の変更がなされていますが、大部分が自然ののり面であり、現時点で
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は崩落などはなく、今後、表土の流出は草木の植生によってなくなるのではな

いかというふうに考えております。  

 三つ目の久安寺地区の施設についてでございます。ここにつきましては、議

員御指摘のとおり、隣接の畑に土砂が流出をいたしました。これは事業者が対

応し復旧をされたということで、現在は解消されていると把握しております。  

 ３点目の事後の安全対策についてでございます。  

 現在、稼働しております１６か所のうち、１５か所が安全柵を設置をしてお

ります。残りの１か所につきましては、地形的に外部からの進入が困難であり、

門扉を設置し安全管理を行っているところでございます。  

 また、除草剤や洗浄剤の使用についてでございますが、それぞれの業者に確

認をしたところ、除草剤は使うことはあるが、市販の薬剤を既定の希釈で使用

しているということでございます。洗浄剤につきましては、設置後、使用した

ことはないとの回答を得ておるところでございます。  

 最後、４点目の適切な条例制定の必要性についてでございます。  

 太陽光発電事業に関しては、全国的に多くの地方公共団体が条例制定を行っ

ているところでございます。平群町におきましても、今後、町全体の土地利用

構想の方向性を踏まえまして、どのような内容の条例とするのかを各課と協議

の上、制定に向けて前向きに検討してまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 ありがとうございます。それでは順次、再質問をさせていただきます。  

 まず、最初のほうのことなんですが、今現在、設置をされているところは１

６か所ということで教えていただいたわけですけれども、これ以外に５００平

米以下の分もありますよね。それはここには入ってない。要綱に合致をすると

いうか、要綱に基づいて申請をされた５００平米以上のところということにな

りますね。それでいいかなというふうに思いますけども、それ以下のところに

ついても、いろんなことが起こってくる可能性もありますし、いろんな問題も

包含してるということも現在もあると思うんです。  

 今、私が周辺の方たちの御意見とか通報とか、それらに基づいて、この辺は

問題があるのではないかなと思ったところを特にピックアップしたのがこの３

点だったわけですけれども、これについてちょっとお伺いをしたいなと思いま

す。  

 １点目の信貴畑は法に基づいた、ちゃんとした土壌の整備もされて設置をさ
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れていて、特に今は危険はないと、今のところは問題がないというふうにもお

っしゃっているわけですけれども、今のところ、風が吹いて飛んだとかそんな

んはありませんし、土砂崩壊においてパネルが潰れたとか横へいがんだとかそ

んなんも、そばまでは行けないんでね、そこまでは見れないですけど、今のと

ころはないような感じはしますが、大変草が物すごい伸びてるんですよね。こ

れによって発電不良っていうのを起こして、何か事が起きる可能性っていうか、

周りの人たちはそんなふうな心配もされております。それと急斜面、あれは谷

側ののり面っていう感じのところにつけられてるんでね、非常に危なっかしい

なっていうふうには思います。  

 あと問題になるのは、福貴畑、片福貴墓地の少し下に下りてきたところの道

路の、ちょうど町道のかなり幹線道路ですよね、平群町にとっては。福貴畑へ

上っていく幹線道路沿いにある道路の下のかなり急斜面のところに一部切土を

してつけているソーラーでございますが、ここでは土砂の崩壊もなくというふ

うにおっしゃいましたが、実際は土は流れています。見てもらったら分かるよ

うに、大きな道路から少し入ったところに入ってもらったらね、土のうがたく

さん積んでおります。それから流れた土の跡が見えます。これは土が流れてる

っていうのがはっきりしています。その上を見ても、土が崩れてきたんだなと

いうふうに思われます。ただ、パネルが壊れたりとか何かをしてるという状況

ではない。それは確かにあります。  

 それと安全面の対策がここでは非常に私は問題があるというふうに見ていま

す。というのが、パネルと防護フェンスがほぼ同じ面一といおうか、数センチ

しか離れてないんですよね。その道路は公道と安全柵、防護柵、フェンスの間

もほんの僅かで、道路から私が立って、そのパネルとの間を測りました。そし

たら、私の片手、手のひらの親指から小指まで１７．数センチあるんです。そ

れぐらいしか空いてないんです。だから、ちょっと触れられるっていう箇所が

２か所以上あるんです。これは確かめてますので確かですので。こういうパネ

ルっていうのは、少しでも傷がついたり、破損をした状態っていうんかな、故

障が起こったときに漏電したり、触ったら感電をするという、そういう危険性

があると言われていると理解をしてるわけです。パネルが正常な状況であるの

か、異常な状況にあるのかというのは、見た目には分からないっていうのが通

例だそうですので、誰かが故意に触ったり、知らんと触ったり、そんなに子ど

もたちがどんどんどんどん通っていく道路では決してないと思います。ほとん

ど車で通過するか、農業者の方たちが通られたりというのはあったとしても、

でも何があるかというのは一切分からないことなんでね、この安全柵について

はきちっとしたものを、それと安全柵が非常に低い。安易に中に侵入ができな
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いようにしなさいというようなガイドラインがありますよね、経産省が出して

る。それにも反する状態であるということは承知をしていただきたい。指導を

してもらいたい。  

 それと、もう一つ大きくは、ここに誰の責任でこの発電所は造られているの

か、どれぐらいの発電量があるのか、どこへ何かあったときには連絡しろとか、

普通はそういう掲示をしなければならない。２０ワット以上はしなさいという

ふうに、これもガイドラインでうたってると思うんですね。こういうのがどこ

に、ぐるっと見に回りましたがないんですよ。工事中も一切どこの建設会社が

やってるとか、何平米の土地を切土にするのか、盛土にするのか、何かそうい

う形状を変えてやるんか、普通は貼ってるんですよね。工事中も一切なかった

んです。非常に不適切ではないかというふうに私は感じております。ここの指

導は、ぜひやってほしい。あれなら経産省への通報なり何なりしていただかな

いと、これは非常に住民にとって危険な状態だということを指摘をさせていた

だきます。  

 それと久安寺ですね、畑に土砂が流入をしてもめたと。それについては、復

旧をさせて、対応を業者がしたから問題はないのだというふうにおっしゃって

いただいたんですけど、問題がなかったら大変よかったんですが、問題が今も

あるというのを、私も何回か見に行きました。そこで、大変大きな問題を抱え

たままで工事の続行がされてるというふうに思っております。崩れた箇所は雨

が降るたびにまた増えてるんです。その敷地内ですね、もう既にパネルはつけ

られておりまして、このパネルの下の土壌状態というのは本当にこんなんです

わ、ぐちゃぐちゃ、どろどろ、がたがた、このようなところに架台をつけられ

てるわけで、架台の脚ですね、これが流れてきた土砂により、かなり埋まって

しまってるところ、また掘れてるところ、昨日見たところは、それを大分また

埋め直してなってましたけど、架台の脚がこのようにいがんでるんですね、斜

めになってしまってる。いかにも、今にもパネルの架台が潰れそうな状態、そ

ういうところも見られます。土砂が落ちたところの一番ひどいとこの亀裂って

いうのは、そりゃあすごいもんですよ。菊農家のほうじゃなくて、山のほうに

落ちてる部分ね、そこが土砂崩壊を起こして、その土や水がフラワーロードに

まで流れ出てます。それをたどらないかんと思って行ったんですけど、ようき

ちっとたどり切れへんかったもんで、上のほうから、太陽光発電の下のほうか

ら下へ下って見ました。そしたら、やっぱりそこに落ちてるというのを昨日発

見をしてます。だから、ちょっとやそっとの土砂の崩れではない。今もなおか

つ水が流れてるというね、そういう状況になっていて、ここの工事をしてる、

特に電気工事をしてる方に何回か会ってるんですけども、その方いわく、この
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ようなひどい地面で設置をするのは、全国にあちこち行ってる福山の方なんで

すけど、初めてやというふうに、非常に困ってるんやというふうにおっしゃっ

てまして、何とか早う止めくれというふうなことも言われたんですけど、私が

止めるわけにもいきませんということで話はしてたんですけどね。そのように、

業者自身もこれは大変なところに設置してるんやというふうに認識をされてる

というような状況です。そして、また復旧対応されたということで、土のう積

んだりとかＵ字溝を入れたりとか、それとドレーンシートですか、シートを崩

れてる面とかソーラーの下とかに全部敷き詰めてるわけですけども、それ自身

がめくれてしまってるし、ぐちゃぐちゃになってるっていうのが現状でござい

ましたので、もっとしっかり見てほしい。問題がないなんていうのをようおっ

しゃっていただいたわなと、私はちょっとあきれ返ってるというような状況に

あります。  

 このように、様々なメガソーラーではない小さな発電所においても、大変大

きな問題が今現在起こってきてるということを、きちっと行政としても大変お

忙しいんでね、逐一把握しろというのが酷なのかもしれないですけどもね、住

民の安全を守っていくという観点の下で気張って調査をしてほしいし、ほった

らかしにならないように、このような答弁に私はなったらあかんというふうに

思ってます。  

 それと、ここは家はそばにないんでね、人家にどう影響があるかっていうの

は直接はないわけですけども、菊の栽培をされてる、そこに土砂が入ったとい

うね。ただ入って、それで終わりじゃなくて、やっぱりいろんなウイルス、ま

た雑菌、こういうのが菊に移るっていうか、それで次の年にも何年か菊は生育

をすることが難しいというようなことも農家の方がおっしゃっているというこ

とも聞いております。そういう平群の基幹産業である農業、ましてや菊は秋菊

日本一というふうにうたってる一番メインの産業やというふうに思うんですけ

ども、そこにこのような大きな影響を与えるような工事っていうのは、やって

もうたら困るということで思っている次第でございます。この辺での見解をも

う一度聞かせてほしいというふうに思います。  

 今、３のところについては、さっきの話の中で出しましたので、１のところ

は結構ですけども、あと除草剤やパネル洗浄剤、市販のものを使ってるという、

その市販のものがどのような薬剤を使ってるのかっていうことが問題やという

ふうに思いますので、何々系とかいろいろありますよね、その辺の把握までし

ていただきたいというふうに思います。この廃液については、大体川に流れて

いくわけですから、福貴畑の場合なんかは井文字川に流れていきますよね。信

貴畑も井文字川ですね。久安寺についても、ほぼ谷川を伝って井文字川のほう
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へ流れるのかなというふうに思いますけども、水がそばを流れておりますので、

今後の出来上がってからの問題になりますけれども、きちっとした把握もして

いただきたいというふうに思います。  

 それと、あと４点目ですね、４）の条例については、また井戸議員も一般質

問をされますので、またそこに委ねたいなっていうふうに思いますが、一つ私

が思うのは、やっぱり今の地球の温暖化の問題ですね、ここを打開をしていく、

何とか我々も考えていかなあかん。そのために一歩、二歩、三歩前進をせいへ

んかったら、２０５０年までにゼロカーボンという大きな国の目標、これは達

成できない。やっぱり地方自治体も真剣に考えていかなければならない。その

ための方策の一つというふうに思ってます。無制限に太陽光発電がどこでもか

しこでも造られるというようなことを絶対につくらない。ここは造ってもいい、

ここに造ったらいいよというようなことが、みんなで納得できた上で造ってい

ただきたいというふうに思います。ここにも書いてるように、必ず自然を守っ

てもらいたいし、災害を誘発するような施設は絶対造ってもらったら困るとか

ね、その辺をきちっと入れながら条例は策定をしていただきたいというふうに

思っています。今、国のほうも、各法令と同じ順位で各地方自治体の条例は守

らなければならないということで、同等に扱うということで経産省のほうも言

っておりますよね。だから、非常に自治体の条例というのは重要なところであ

りますので、各課だけの話合いではなくて、住民の意見、また専門家の意見も

私はぜひ入れてほしい。早くつくってほしいけど、あんまり簡単につくっても

らっては、またこれは困るなっていうふうに思ってますので、今言ったような

ことを加味しながら策定をしていただけるように考えていただきたいなと思い

ますので、もう一度これはお返事ください。よろしく。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、稲月議員の再質問にお答えをさせていただきます。何点か多岐に

わたって頂いておりますので、順次お答えを申し上げます。  

 まず、町内に存在する発電所の数というところでございます。これは先ほど

議員お述べいただきましたように、この数につきましては、指導要綱に基づい

た上での数によるものでございます。指導要綱後、設置の申請が上がってきた

件数ということで御理解していただいてるとおりでございます。  

 ２点目のそれぞれの施設の安全性というところでございます。私どものほう

も、全ての施設を日々、微に入り細に入り状況まで把握はしておりませんので、

いろいろその都度、町民の方または関係者の方からいろいろと御提案なり御意
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見、またこういうことがあったよということで御連絡を頂いた折々には対応し

ておるようなところでございます。その都度、事業者のほうにもこういうこと

があるということの指導はしておるようなところでございます。  

 特に２点目の福貴畑のところで、議員のほうからも御指摘を頂きました急傾

斜地の中で、フェンスの高さが少し低いところがあるということで御指摘いた

だいた部分につきましては、早速、事業者のほうにそういうふうな箇所になっ

てるところについては改善するようにということで、担当課のほうより指導は

しておるようなところでございます。ここにつきましては、我々も至らないと

ころがあるかと思いますので、その都度、御指摘を賜りましたら対応のほうは

してまいりたいというふうに考えております。  

 あと、久安寺の土砂の流出等につきましては、もう少しこれから台風時期で

もあるということもございますので、再度改めて現場のほうは確認をした上で

事後の安全対策ということで対応をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。施設全体を総じての話なんですけども、そういった形での安全対策に努め

てまいりたいというふうに考えております。  

 次に最後、市販の農薬のところでございますが、それぞれの事業者のほうは

市販の薬剤を使って規定の希釈をしているということでございますので、市販

のものというのは一定の薬の効能であったり、安全性というのが確保できた上

で小売店で売ってるというふうなものかと思いますので、そういうものをちゃ

んと使ってというふうな指導になってございます。特に口に入れるようなもの

ではございませんし農産物ではございませんので、草ですので、そこまでトレ

ーサビリティーを事業者のほうに求めていくというのもちょっと大変なのかな

という思いは持っております。  

 次に、条例の件でございます。今後、条例の制定に向けて検討するというこ

とでございますので、まだ具体的にはというふうな御説明の段階ではございま

せんが、条例でございますので、一定の規制を持たせたような条文になろうと。

その規制の在り方なんでしょうけども、いわゆる太陽光という行為に対して規

制をするのか、土地利用という部分でいろんな土地利用の規制区域の中での規

制にするのか、また一定の面積要件をもって規制の対象とするのかといったよ

うな様々な条例の切り口というのがあるかと思います。そういったことも含め

て、今後は各課のほうと協議をしてまいりたいというふうに考えております。

ちょっと制定の時期につきましては、十分に庁内で協議をした上での対応とい

うことになっておりますので、一定議会のほうにも御説明ができる時期が参り

ましたら御報告、御説明のほうはさせていただきたいというふうに考えており

ます。  
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 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 それぞれの今ある太陽光発電所ですね、産業用の発電所の問題点、それにつ

いては指摘をしたり、意見が出てきた場合にはきちっと対応をしていただける

ということでいいのですかね。あと、とにかくプレート、どこに連絡をすべき

なのかというね、誰が責任を持ってるのかって、それは絶対要るわけですよね。

何かあったときにすぐ危険な状態になる災害が起こって、即電話せなあかん、

それは行政がしてくれはるかもしれへんけど、それまでにせなあかん場合もあ

るわけですわ、火災が起こるとか台風で飛ぶっていうのは、もうほんまに急斜

面やからあり得るわけでね。そんなことっていうのは可能性としては大変高い

んでね、御近所の方たち、通りがかりの者がすぐに通報できるような状態をつ

くらなあかんということは、つけなあかんというふうになってるんやから、当

然いち早くつけてもらうように指導をしてほしい。これは指導してもらえます

ね。  

 農薬もまた同じことを言わなあかんけど、市販のものであったって希釈につ

いても、そこに書かれてるとおりにやってるから問題がないというふうにおっ

しゃっていますし、口に入れるものではないというふうにおっしゃったのがち

ょっと気になりますね。確かに草は口に入れません。あそこのパネルの下の土

壌を口に入れに行くばかは誰もいませんので、それは大丈夫やというふうに思

うんですけども。そこから川に液が流れるわけですよね。そしたら、農作物を

作っておられる方たちは川から取水をしてはるわけですよね。その水が汚染を

されて流れていく。これは行く行くは海に運ばれていくわけですからね、海洋

汚染にもつながるわけですよね。だから、やっぱり神経を使わなあかんという

ことでね、もうちょっと敏感になってほしい。口に入れへんから大丈夫という

ような安易な考えではいけないんではないかと、それは私の感想ですが、感じ

ました。  

 それと、条例の件ですけども、一つ言い忘れたんですが、条例策定のときに

は、今５００平米以下は含まれないんで、やっていただいてる要綱にはそうな

ってるわけで、５００平米以上のところを対象にしてるわけで、もちろん広い

ところについてはいろんな問題も起こってきますけども、５００平米以下のと

ころでも、今、西宮の一番南の端、三郷町の境のところに何枚か分からないん

ですけども、パネルが設置されています。そこについても、御近所の方から水

が出てくると、私も見に行きましたけど、そのときにはもう下はどろどろ状態



 

－１６１－ 

でしたね。フェンスなんかはきちっとつけてありました。かなり高いフェンス

で、みだりに入るようなことは絶対ないというふうな状態でしたけどもね。排

水の設置が非常に悪いような感じもしています。そんなんで、御近所はいろい

ろ迷惑をしてはるわけで、そういうことも小さいところでも出てくるんです。

休耕田なんかで随分前に造られたところなんかは、今のところは安定して運転

してはるんかなというふうには見てるんですけども、やっぱり小さなところで

あっても、きちっとした土壌の問題とか、その辺では町として把握をし、後々

指導のできるような体制をつくってもらいたいので、条例制定に当たっては、

私は大きなところも小さなところも、家庭用の発電設備を屋根につけてはると

かね、そういうのは除外をして、２０キロワット以上は産業用というふうに呼

ぶようですけれども、そういうところ、売電をして、家のも売電しますけれど

も、産業用として使われるところについては含めていただきたいというふうに

思います。私は条例制定に当たっては、町内だけではなく、それ以外のところ、

専門家の御意見、また住民の皆さんの御意見、これはいろいろ詳しい住民の方

っていうことになってくるとは思いますけれども、そういう方たちの御意見も

ぜひ入れていただきたいというふうに思いますので、その辺をもう一度お願い

します。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、再質問のほうにお答えをさせていただきます。  

 先ほどの除草剤の農薬の件ですけども、ちょっと私の説明が悪かったのかな

というふうなところで再度、御説明申し上げます。先ほどちょっと口に入れる

ものではということとトレーサビリティーのお話をさせていただきました。残

留農薬、除草剤と農薬というのは少し似て非なるものかなと思うんですけども、

基本的にはそういうふうな体に害を与えるようなものについては、一定の基準

で示されたものであるということでございます。あくまでも除草剤は除草のた

めに使用するものですので、実際には人間が体内に入れるものではないという

こととのすみ分けでしたら、一つの農薬の考え方には除草剤というのは当たら

ないのかなというふうな理解をしておったところです。そういう意味で、先ほ

どの答弁をさせていただきましたので、ちょっと補足になりますが、御説明の

ほうを申し上げたいと存じます。  

 ４点目の条例の制定についてでございます。当然、まだ今後検討してまいる

というところでございますので、先ほど申し上げましたように、条例の具体的

な中身につきましてはまだできてないといいますか、これから検討してまいる
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というところでございます。当然そこの部分でどういう立てつけの条例にする

のかによりまして、一定の知見を伺うような専門家の方々の対象も変わってく

るのかなと思っております。ただ、思っておりますのは、町の条例でございま

すので、先ほどの山口議員の一般質問にございましたように、技術的な基準ま

で踏み込んだ条例にできるのかどうか、そういうものなのか、それとも町とし

て概念的な条例にとどまるのかによりまして、かなり知見を頂く専門家の方の

内容も変わってくるのかなと思っております。あくまで規制条例ということで

ありましたら、一定の地方自治体としての法的な見解であるとか、法的にどこ

まで制約ができるんやというふうなところ、またその条例を破ったときに罰則

規定をどうするんだといったような、そういうふうな立てつけの条例になるの

かなというふうな思いは持ってるんですけども、中身につきましては今後の検

討ということで御承知おきいただきたいというふうに考えております。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 ありがとうございます。農薬のところ、除草剤の問題ですね、これについて

は後は川に流れたり、下水に流れたりというふうなことになって、最終は海に

流れるということですので、やっぱり環境を守っていく、よりよい環境の下で

人類も動物も生育していくわけですからね、その辺のことも御配慮の上、今後

の扱いについては御検討いただきたいっていうふうに思っております。  

 条例の制定はやっぱり基本には脱炭素社会、地球の温暖化を防いでいくとい

うね、この大きな前提の下でつくっていくことが大事ではないかっていうふう

に思いますし、今、専門家にどういう内容でしてもらうんかって、これは今後

考えていってもらったらいいことであるんですけども、そういう方たちも入っ

ていただくという方向でね。それと住民の中でも、いろいろ専門家の１人とし

てカウントしたらいいんだろうと思いますけれども、そんな方たちの御意見を

広く意見を入れながらつくっていく、今後の地球規模で守っていくということ

の観点でもってつくっていただきたいと。格調の高いものをつくっていただき

たいなと思いますけれども、それは希望でございます。そういうとこら辺で、

今後しっかり丁寧に熱を入れて、ぜひやってほしいというふうにお願いをいた

しまして、この問題についてはこれで終わりです。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、２点目の道路の破損や危険箇所などの通報アプリ、通報装置の導
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入をすべきではという御質問にお答えします。  

 令和元年６月議会以降、一定検討はしてまいりました。道路の破損や危険箇

所などスマートフォンを活用した通報システムでは、最も月額使用料の安価な

フィックスマイストリートというアプリの場合なんですが、これについては全

国で２２の市と町が導入されております。県内では、平成２８年度から生駒市

のみがこの通報システムを活用されております。通報システムの活用は、画像

での状況確認、投稿の位置情報により、正確な場所の確認ができるなどのメリ

ットがございますが、一方、デメリットとして個人情報流出の可能性やアプリ

の対応のための人の配置など、そういった問題がございます。現段階において

は、システムの導入は考えておりませんが、今後も導入されている自治体の状

況を見てまいりたいと考えております。なお、町では議員もお述べのとおり、

月２回の幹線道路のパトロールを実施しております。そういったところで対応

しているところです。加えて申しますと、奈良市は令和２年７月から、同種の

このようなアプリのシステムを導入されております。こういったアプリの導入

ですが、月額使用料とかそういったものがかかります。  

 生駒市の場合ですと、平群町の道路延長でいいますと、生駒市の場合は平群

町の２．１倍、自治体の面積としましても２．２倍ぐらいございますので、そ

れこそ津々浦々までなかなか目が届かないっていう部分もあって導入されてる

ところであります。平群町がパトロールで津々浦々までちゃんと管理できてる

のかっていうと、議員も御指摘のとおり、いろいろ事故とかもあってですね、

なかなか全て対応し切れてないというところですが、例えば斑鳩町さんの場合

では、ホームページで道路危険箇所の通報を呼びかけておられます。この場合

ですと費用もかかりませんし、こういったことも含めて検討していきたいと思

ってます。生駒市さんの場合、このフィックスマイストリートで年間６０万弱

ほど、月額使用料が４万９，５００円ですかね、１２か月で５９万４，０００

円ほどの使用料がかかっておるということで、平群町の規模でいいますと６０

万近いお金があれば、かなり道路の補修もできるというようなことも含めて、

費用対効果のことも考えながらですね、あまり費用をかけずに何かまたいい方

法がないかということも含めて、今後とも考えてまいりたいというふうに思っ

ております。  

 以上です。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 ありがとうございます。最後には費用のことで、それは大事なことやという
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ふうに思います。でも、パトロールを月２回ですかね、それも主要な道路のみ

ということで、この間、何度かお聞きしてるわけで、その中に入ったところっ

ていうのはほとんど見れてないというのが現状やと思うんでね、きめ細やかに

住民からの情報を得るということは非常に大事なことであるので、あんまり町

村ではやってないんですね。今、全国のを見ても、ある程度の市がやっておら

れるっていうのを私もネットで調べた中では見ておりますので、うちは広いと

いうこともあるんでね、ぜひ導入したらどうかなっていうふうに思っています。 

 それとあまりのがたがたの道路は、本当に危険やなというのもしょっちゅう

自分自身がバイクに乗りますのでね、穴が空いてたりとか土が上がってたりと

かで、滑って転ぶというのが本当に身の危険を常に感じるんでね、その辺はで

きるだけ早く通報したいと思ってスマホで写すんですよね。写してそれを役場

にすぐ言いに行けばいいんですけども、その時間がなかって、そのままスマホ

のアルバムの中に収めてると。ほんならこれはどこやったかというのを忘れる

というような状況も、私自身の弱点としてありますのでね、これがすぐ通報で

きたら、本当に安全安心に少しでも近づけるんではないかというふうに常々思

っておりまして、この点を再度させてもらったわけです。ほかのところの他市、

他町の状況をよく聞いて、また検討もしていただけるということなんで、ぜひ

前向きな検討も含めてやっていただいて、その分、今お金が余るならしっかり

工事をしていただいて、安全な道路を造っていただきたいし、危険箇所が少な

くなるよう頑張ってほしいというふうに思っていますので、これについては今

後に期待をしたいというふうに思って、これで終わります。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、議員大きな３点目の町内近鉄線の駅員巡回配置についてというこ

とで答弁させていただきます。  

 先日の議会初日、諸般の報告におきまして御報告いたしましたとおりでござ

いますけども、平群駅の駅員配置体制の変更につきましては、先般８月１７日、

近鉄本社より担当課長が本庁に来庁されまして、１０月１日より実施する旨の

申入れがございました。そこで我々といたしましては、近鉄の駅係員の人員確

保が難しい状況には理解はするものの、このような変更は駅利用者の利便性、

安全性に大きく影響を与え、駅係員不在の際の高齢者や障がい者などの円滑な

移送に支障を来し、急病人、事故への対応の遅れなどが懸念されるため、安心

安全な公共交通を目指す上で大変憂慮せざるを得ない事態であると認識し、そ

の旨を伝えました。それとともに、現状の体制と同様の利便性、安全性を確保
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する措置について方策を講じるよう、９月９日付で関係の市町村、奈良県内で

ございますけれども、と連名で近鉄に対しまして要望書を提出いたしました。

また、奈良県におきましても、９月１日付で意見書が提出され、その文書につ

きましては、先日皆様にお配りをさせていただいたところでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 稲月議員。  

○５  番  

 ありがとうございます。考えてることは多分一緒なんだろうというふうに、

今の御答弁を頂いた中では思いました。取りあえず次から次へと合理化という

んですか、極端に人口も減っている中で、現役世代が減ってるから通勤者は当

然減るし、少子化の下で通学をする子どもたちも減る。これは誰が考えても分

かるわけですよね。それと、このコロナ禍の中で家でお仕事をされる方も増え

てますしね、あちこち出歩くことが少ない。ほとんどないと言ってもいいぐら

い出歩いてない人もいてるわけでね、その辺では電車に乗る機会っていうのが

少なくなってるから、経営の面ではそれは大変やろうというふうに私も同情は

若干します。しかしながら、やっぱり公共交通として役割をしっかり近鉄さん

は果たしてもらわないかんと。こういうときもあるけど、またもうかるときも

あるんやからね、もうけだけを考えてもろうてどんどんどんどん人減らしをし、

設備の削減をし、ひどい話ですよね。私も思うんですけども、人を減らすなら

せめて券売機ぐらい複数にしときって。これは近鉄交渉を日本共産党も議員で

やったことがあるんですけど、そのときにも近鉄さんにはっきり申しました。

そんなん機械は減らすは人は減らすわね、何もかも削減ということにして、本

当に安全で便利な交通機関としての役割が果たせるんかっていうとこら辺で

ね、非常に疑問やということではっきり申しました。そのような考え方でもっ

て公共交通の経営をしてもらったら困るなっていうふうに私自身は思ってま

す。  

 今、部長のほうからおっしゃっていただいたように、本当に利便性を図り、

安全性を守ってもらえる、そういう近鉄電車にしてもらえるように、駅員の配

置についてはしっかり物を言っていただくことが大事やと。ほんで、この間、

要望書を提出していただいたということで、それについては非常によかったな

っていうふうに思ってますけど、私はもっと厳しく近鉄には言ってほしい。何

かと平群町は近鉄に御奉仕をしてるわけですよね。トイレも外に作りました。

中のトイレはなくなりました。この点についても、本当に何でここまで町が全

部お金を出してやらなあかんねやというふうに思ってますし、本当にもっとも
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っと近鉄線が便利で安全な乗り物であれば、人口増の一つの要因にもなってく

るわけです。そういう点からも、まちづくりの観点からも、しっかり厳しく言

ってほしいというふうに思っております。  

 ほんで、平群駅の位置づけですよね。ずっと１日中いてはれへんというわけ

ではないというふうに、この前もお聞きをしました。平群駅から両駅ですかね、

元山上口駅と竜田川駅に何時間かいらっしゃると。中心は平群駅なんやってい

うふうに川西部長のほうから御報告があったんで、まだましなんかなと思った

んですけどもね。だけど、その間に平群駅って質問のところに入れてますけれ

ども、行き違いをする駅ですよね。やっぱりこれって脱線をする可能性という

のは、それは今まで私は経験したことないですけどね、あるわけですよね。そ

れともう一つ、乗客が西から東に踏切を渡って王寺行きのほうに乗らなあかん

というね、踏切を渡るということは非常に乗客にとっては危険な現状があるわ

けですからね。これはやっぱり常々駅員さんが見守り、電車の誘導もしてもら

って、でないと安全性を確保することの本来的な意味はなさないっていうふう

に思ってます。こういう平群駅、また東山駅、ここにも書いてますように、機

械が導入されてるわけですよね。こういう故障が起こったらほんまにどないす

んねんというね、ベルを押したらええやんって、それでは済まないというとこ

ら辺でね、やっぱり常駐を駅員さんがするような駅に復活をさせてもらえるよ

うに、今後も働きかけは常時やっていただきたいというふうに思いまして、そ

れをお伝えをして終わります。  

○議  長  

 それでは、稲月議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後２時５０分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時３３分）  

 

再    開  （午後  ２時５０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号５番、議席番号２番、長良議員の質問を許可いたします。長良議員。 

○２  番  

 発言番号５番、議席番号２番、長良俊一です。どうぞよろしくお願いいたし
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ます。  

 私の一般質問は３点であります。今日、最終の５番バッターですので、どう

ぞよろしくお願いいたします。  

 まず１番目に、教育委員会総務課の今後の在り方について。  

 令和３年９月になり、子どもたちの登校が始まりました。夏休み休暇が終了

し、２学期のスタートです。学校関係者、保護者の方々もコロナウイルス感染

症の対応に苦慮されていると思います。８月下旬に、残念ながら学童保育でお

預かりしている子どもさんがコロナウイルス感染症の陽性と診断され、学校運

営を担う教育委員会総務課としての役割の重要性をひしひしと感じています。

令和３年度の事業も半年が過ぎましたが、様々な事業は順調に進んでいるので

しょうか。コロナ禍の状況で、不要不急を基本に進めていくことに努めていた

だいていると感じています。  

 先日、令和２年度の執行後における政策評価についての委員会が開かれまし

た。小中学校情報教育推進事業、外国語教育、教育環境施設の整備など、これ

からの未来につながる子どもたちにとって大変重要な取組であり、他の市町村

に比べても進んだ試みもあると感じています。公立学校教育については、国や

県の方針に沿い地域性を鑑み運営を心がけていると考えますが、大胆な改革を

進めている町もあるようです。教育環境の充実を図ることで、子育て世代の注

目を集めることも可能ではないかと感じざるを得ません。先生方や保護者、子

どもたちの目線に沿った運営こそ、魅力ある平群につながる一助ではないでし

ょうか。  

 この視点からお伺いいたします。今後、教員の働き方を考えながら方向性を

考える機会をつくる場所を設けてはと考えますが、教育委員会の指針をお聞か

せください。  

 続いて２点目です。経済建設課の連携関係について。  

 令和３年度より、行政組織が改編されました。縦割り行政の弊害を少しでも

解消できるようにとの試みと考えます。経済建設課には、商工・観光係、農業

振興係、都市計画係など多岐にわたっています。各事務・事業は丁寧に執行さ

れていると考えますが、平群町を元気にするためにも点を線に結びつけること

が第一歩と思えてなりません。地域産業活性化推進事業、平群ブランド推進事

業、観光資源整備事業などのコラボ企画で経費を抑え相乗効果を期待する施策

などは、着目すべき視点と思います。今回の一般質問の私のテーマは、令和２

年度を反省し、令和３年度を経て、次の令和４年度につなげるための質問です。

事業部内の事業において、今後改善すべき点、今後の平群町にとって大事にす

べき点をお聞かせください。  
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 続いて３点目です。令和４年度における町行政の展望について。  

 令和３年度の予算執行も半年が過ぎました。出納閉鎖を終え、９月定例会は

決算報告書が中心の議会審議となります。令和２年度の執行後の反省を踏まえ、

令和４年度の指針を示す始まりと考えます。行政にとって重要なことは、時勢

を考慮し、流れを考え導いていくことが第一と考えられてなりません。普通交

付税算定に伴う増額などにより、財政調整基金に組み入れることで一定の余裕

ができたように思えますが、まだまだ予断の許す状況ではないと思います。令

和３年度に事業部制に編成し節約を心がけ、町民に安心安全を届けるがために

変革をしたことをお聞かせください。  

 以上の３点です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、長良議員御質問の１項目め、教育委員会総務課の今後の在り方に

ついてお答えいたします。  

 まず、教育環境の整備・充実については、議員の御質問にもありましたが、

情報教育推進事業として、国のＧＩＧＡスクール構想に基づく小中学校におけ

る１人１台のパソコン整備や教室におけるエアコンの設置、また主に児童・生

徒が利用するトイレの洋式化など、年次計画を立てながら整備を進めています。

今年度では、北小学校・中学校のトイレ改修工事や、こども園、小中学校トイ

レの自動水栓工事を実施しているところであります。ソフト面におきましても、

町教育大綱の方針に基づき、こども園、小中学校へＡＬＴ３名を派遣し、子ど

もたちの発達段階や教育課程に応じた外国語教育を実践しています。また、近

年増加している不登校、保健室登校など様々な不安を持った児童・生徒のケア

のため、学校現場や福祉部局、関係機関とも連携を取りながら対応しており、

本年度においても、従来からのスクールカウンセラーに加え、県からスクール

ソーシャルワーカーを派遣していただき、各学校への定期的な訪問や、多岐に

わたる相談や助言などの支援活動に御尽力いただいております。このように、

ソフト・ハードの両面から先生方や保護者、子どもたちの目線に沿った運営を

行っているところであります。  

 議員御質問の教員の働き方改革については、令和元年に奈良県教育委員会よ

り、学校における働き方改革推進プランが示されています。これは教員の長時

間勤務の是正により、子どもと向き合う時間を十分に確保し、教育の質の向上

を図るとされたものです。平群町においても同様に、学校に対して校園長会や

教頭主任者会など様々な機会を通じてノー残業デーを設けるなど、先生方の勤
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務時間の縮減を図るよう指導を行っています。先生方の事務作業については、

児童・生徒の出欠、成績や通知表の作成、健康診断の記録など多岐にわたり、

勤務時間を減らし効率よくするために、令和元年度に町内小中学校で奈良県が

進める奈良県統合型校務支援システムを導入しました。先生方が授業に専念し、

児童・生徒に向き合う時間をより長く確保できるよう、校務支援システムの様々

なツールを活用して時間外勤務の短縮につなげ、学校現場の働き方をさらに進

めてまいります。  

 先生方の部活動指導に関しても、従来中学校では先生方が部活動指導員の顧

問・指導員となり、放課後や土曜、日曜日の練習や各種大会への引率があり、

これにも多くの時間が費やされていたのが実情であります。改善策として、現

在は中学校へ部活動指導員を配置しており、先生方の負担軽減を図っています。

今後も児童・生徒の学びのため、また先生方がより働きやすく、学校教育に取

り組んでいただけるよう引き続き教育委員会と学校が連携してまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○２  番  

 御答弁ありがとうございます。僕は議員にならせていただいて、ずうっと教

育問題については毎回質問させていただいてます。というのは、平群町にとっ

て、教育を通じていろんな形のボランティアが発生し、町に若い子どもや幼い

子どもたちの声が聞こえることによって、次に次につなげる永住の担い手にな

っていってもらえると、そう思うからこそ教育ってすごく大事だなと思ってお

ります。若い世代の方々が学校の支援システムや先生方の働き方によって、ス

リムに教育を子どもたちに真心を持って与えてあげて、また子どもたちが輝い

た目で毎日学校へ行きたいと、おいしい給食を食べさせてもらってうれしいと。

それをおじいちゃん、おばあちゃんが近くに住んでたら、ここで一緒に生きて

きてよかったな、それが人口の減少につながらないよう抑え込んで守っていく

第一歩やと、僕はそう思ってるんです。そういった観点からもハード・ソフト

の面から、ハードといえば予算も必要になりますけれども、ソフトの面で真心

を持って教育関係の充実を行っていただければ、人が人を呼んでくれると僕は

そう思う。ほかの市町村で、今、箱物を造ったり、地域を再編して、ここの町

はちょっと変わっていくんやなと思えるような事業は、ほかの市町村であちら

こちらにあると思います。平群町に今できることの中で、教育長、教育部長が

今お二人が座っていただいてる中で、教育で真心を持って次につなげるように、

ハードじゃなくてもソフトをどんどんどんどん入れていってやって、ボランテ
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ィアや人生の先輩方を巻き込んで、そこの中心にいてる教育長、教育部長が申

し訳ないですけど汗をかいていただいて、まちづくりの若い層の担い手になれ

ばと思い、今回この質問にさせていただきました。  

 すみませんけども、最後に教育長、僕のまとまりのない質問なんですけれど

も、まちづくりの担い手の教育の長として、どういう形でこれから進んでいけ

ば、また令和４年につなげられるんだというお言葉があれば、教えていただい

たらありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。  

○議  長  

 教育長。  

○教育長  

 部長答弁と重複する部分もあるかと思うんですけれども、議員お述べのよう

に、本当に働き方改革によりまして、先生方が子どもたちの目線に沿って、ゆ

とりを持って子どもたちと向き合っていただく、このことは非常に重要やと思

っております。このことによりまして、いわゆる学級全体が子どもたちにとっ

て居心地のいい、明るく楽しい集団となっていくんじゃないかな、このように

考えております。これはピア効果といいまして、安心で居心地のよい学級集団

の中では個人の能力や行動が全てプラスに働いていく、こういうふうな実験結

果もございます。このことは何よりも保護者や家族の皆さん方の喜びではない

かな、このように考えております。このことから部長答弁にもありましたよう

に、教育委員会といたしましては、先生方にはゆとりを持っていただいて勤務

していただき、そして子どもたちに親身に向き合っていただく、このような環

境づくり、いわゆる必要に応じた人材配置、環境整備、これを今後も引き続き

してまいりたい、このように思っております。  

○議  長  

 長良議員。  

○２  番  

 すみません、教育長、唐突な質問をさせていただいて。僕はね、いつでも思

うんです。真心が全てやと。ハートのないような決まったことだけを押しつけ

ていくよりも、今、平群町にとって、また教育現場にとって一番大切なのは優

しい目と真心やと思ってます。すみませんけども、引き続き次のまた次年度に

向けていい形でスタートをしていただきますように、どうぞよろしくお願いい

たします。僕の教育のはこれで結構です。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  
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 二つ目の事業において、今後改善すべき点、今後大事にすべき点についてと

いうことでお答えさせていただきます。  

 経済建設課の事務分掌は、議員お述べのとおり、商工・観光係、農業振興係、

都市計画係、建設係、住宅係と五つの係があり、業務内容は多岐にわたります。

しかしながら、一つの課になるということで、情報共有の迅速化や類似関連業

務の応援などによる事務の効率化、連携することによる相乗効果などが図れ、

住民サービスの向上や行政需要の変化などに対応するため、効率的かつ機動的

な事務執行ができるものと考えます。幾つかの関連性を例に挙げてみますと、

本町が地域で誇れるものとしてブランド発信している品質の高い農産物が多

く、また農産物を加工した特産品の開発に努めているところです。これらにつ

いての主な情報発信拠点として、農業振興の拠点でもある道の駅となります。

信貴山城址や椿井城址の保全活動と観光資源として活用し、町外から訪れるハ

イキング客も多く、休憩施設としての道の駅にも多くの方が訪れています。ま

た、生産性の高い農地の確保については、農業振興地域の農用地の保全につい

て、農業委員会や農業者と連携して行っております。都市計画分野においては、

住宅地開発や工業誘致、商業振興地域など良好な市街地の形成を目指すととも

に、市街化調整区域における農業振興地域の用地など、めり張りのある土地利

用を誘導することにより、良好な住環境の確保や基幹産業である農業をはじめ

とした産業の活性化をより一層図ることが重要と考えております。また、職員

の体制としては、先ほども申し上げましたが、災害時などにも課内の職員が連

携することで、人員が確保でき、被災箇所への迅速な対応が可能であることも、

今回の組織改編のメリットであったと考えております。  

 次に、改善すべき点との御質問ですが、現時点では経済建設課、事業部とし

て、新たに組織改編された初年度でもありますので、反省点を云々する段階で

はなく、今後、課の運営、部の運営をしながら考えていかなければいけないか

なというふうに思っております。  

 次いで、大事にすべき点として、今後も平群町が誇れる魅力ある良好な住環

境を守り、若者からお年寄りまで全ての人にとって住みたい、訪れたいと思わ

れる安心で安全なまちづくりを目指すことであると考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 長良議員。  

○２  番  

 事業部長、答弁ありがとうございます。今年新たに再編が始まったんでね、

まだ反省しながら次につなげていくのは見当たらないっていうのは、当たり前
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ですよね。せっかくこうやってしようと思ったのに、いきなり反省っていうた

ら、僕の聞き方が悪かったです。申し訳ありませんでした。僕が平群町にこう

やって生活させてもらって、もう２０年になるんですけど、やはり道の駅や、

僕が一番何が言いたいかというと、若い子どもたちや農業がいろんなコラボを

しながら、今も当然やってらっしゃるんですけれども、どんどんどんどん何て

いうかな、言葉の使い方が上手に表現できないかもわからんけど、マグマのよ

うにコアなところがどんどんどんどん温かくなってきて、いい循環を回してあ

げる。その先導役にこの組織再編がつながったらなと。この事業部が縦割りよ

り横串を刺してどんどん進んでいったらなという思いからの質問だったんで

す。もう答弁は結構ですので。  

 続いてね、余談になって申し訳ないんですけど、住民福祉部のコロナワクチ

ンでも、町民の方は物すごく早かったと、平群町ほんまに早かったと。ほかの

市町村に比べてもどんどん速くて喜んでる。これはまちづくりのためにはプラ

スやと思うんですよ。今の例は違う事業部の話になって、この事業部にとって

失礼であったかもわかりません。これは三位一体の一つの例として、僕は今回

質問させていただきました。どうか、町行政の方々も三つどもえと言うたらお

かしいけれど、ぐちゃぐちゃっていうのも表現は下手くそやけども、絡み絡み

回ってね、平群町が一生懸命に行政として働いてるんやっていうのを、まず住

んでらっしゃる町民の方々に喜んでいただいて、そこから町外の人たちを誘導

して導いていく、そんなまちづくりの事業部改変やと僕は思ってますんで、ど

うか事業部長も先頭切って申し訳ないですけど、どうぞよろしくお願いします。

これで僕はこの部分については結構です。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 では、長良議員御質問の３点目、令和４年度における町行政の展望について

お答えてさせていただきます。  

 現在、町財政は公債費の増加や少子・高齢化による税収の減収、公共施設の

老朽化対策など、山積した行政課題に対応していかなければならず、将来負担

を減らしていくことが何よりも重要なことと認識しております。御質問の節約

を心がけ変革したことにつきましては、小さなことではありますが、毎月１日

に実施しております部課長の会議ではペーパーレス化、職員の事務負担の減に

向けた取組として、紙での資料配布を廃止し会議を行っております。また、カ

ラーコピーの原則禁止や庁内職員間の通知文書の廃止や事務の見直しを徐々に

進めているところでございます。  



 

－１７３－ 

 それと三役、部長による行政戦略会議では、横のつながりを強化すべく、各

部より課題を出し、改善に向けた協議を行っております。そのほかとしまして、

ふるさと納税の増収につきましては、新たな返礼品目の追加として、かんぽの

宿の協力により宿泊プランが８月より追加されております。現在、奈良県と緊

急財政健全化計画の見直しと支援について協議を重ねております。このことに

ついても、実効性のあるものとしてまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 長良議員。  

○２  番  

 御答弁ありがとうございます。毎回、３点質問させていただいてるんですけ

ども、いつも最後、総務部長に答弁いただいてるんですけれども、僕はね、こ

うやって１年生議員となって、９月議会が３回目なんです。今回のテーマは、

前年度と本年度、来年度を見据えながらの９月議会にさせてもらおうと思って、

この議会に座らせていただいてます。僕が一番言いたいのは、やはり過去を反

省しながら次につなげるがために、要るものは絶対要るんやと。この町の個性

として使いたいんやというものに対しては、町長自ら発信していただいたら僕

は構わないと思うんです。でないと、せっかく町長として、担い手として、僕

も夢一つもなく、ただただ財政健全化のことばかり考えながら数字に追われる。

でもね、僕はいつも家でも子どもに言うんやけど、ＵＳＪがしんどくなったと

きに、ジェットコースターを逆に乗ってしたところ、いきなりＵＳＪがＶ字回

復した、そういう例をテレビで見たことを子どもに言います。我々平群町にと

って健全にやらないといけないことはもちろんなんですけれども、それを夢を

持って、逆の発想をまとめることによって注目を浴び、また今住んでらっしゃ

る方々が喜んでくれてこそ、次につながっていくと僕は思ってます。この最後

の３番目の町行政の展望を今答えていただいて、かんぽの宿もしかり、やはり

この地域に住んでらっしゃる、またお商売をされている方をみんな巻き込んで

次につなげる、着目すべき点だと僕は思っております。どうか、いろんな３方

の４方のと絡みながら、次へつなげる施策を打って次につなげるように、どう

ぞよろしくお願いします。  

 僕の質問はこれで結構ですので、これからも町行政を担う方々、どうぞよろ

しくお願いします。ありがとうございました。  

○議  長  

 それでは、長良議員の一般質問をこれで終わります。  

 あと５名の質問者がありますが、これをもって本日の一般質問を終了し、明
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日改めて一般質問を行いたいと思います。  

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定いたしました。明日

は午前９時から本会議を開き、一般質問を続行します。  

 本日はこれにて延会をいたします。  

（ブー）  

延    会  （午後  ３時１５分）  


